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午前 ９時００分開会 

○議長（川越 忠明君） 

おはようございます。これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元にお配りしてあ

るとおりであります。しばらく休憩します。全員、議員控室へ移動願います。 

午前 ９時０１分休憩 

午前１０時４０分再開 

○議長（川越 忠明君） 

会議を再開します。休憩前に引き続き、会議を続行します。 

日程第 １ 議案第 ４号 「平成２１年度川南町一般会計補正予算（第８号）」 

日程第 ２ 議案第 ５号 「平成２１年度川南町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）」 

日程第 ３ 議案第 ６号 「平成２１年度川南町老人保健事業特別会計補正予算（第２号）」 

日程第 ４ 議案第 ７号 「平成２１年度川南町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）」 

日程第 ５ 議案第 ８号 「平成２１年度川南町下水道事業特別会計補正予算（第３号）」 

日程第 ６ 議案第 ９号 「平成２１年度川南町介護保険特別会計補正予算（第３号）」 

日程第 ７ 議案第１０号 「平成２１年度川南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」 

日程第 ８ 議案第１１号 「平成２１年度川南町水道事業会計補正予算（第４号）」 

以上８議案を一括議題とします。本、８議案は、所管事項別に川南町有機堆肥センター調査特別

委員会および各常任委員会に付託されておりましたので、各常任委員長の報告を求めます。まず、

川南町有機堆肥センター調査特別委員長の報告を求めます。 

○川南町有機堆肥センター調査特別委員長（河野 幸夫君） 

川南町有機堆肥センター調査特別委員会に付託されました、議案第４号「平成２１年度川南町一

般会計補正予算（第８号）」の特別委員会関係部分について、総務課長、農林水産課長、同補佐の

出席を求め、説明を受け審査を行いました。その経過と結果について報告いたします。意見として、

この金額でできるのか。確約は取っているのか等の意見がありました。町と組合員が被告ということで

訴えられている状況の中で、町と組合が一体になり共に訴えに立ち向かっていくということを確認し

たところであります。採決の結果全員賛成で可決であります。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（川越 忠明君） 

次に総務常任委員長の報告を求めます。 

○総務常任委員長（山下 壽君）  総務常任委員会に付託されました案件について、関係職員の

出席を求め、説明を受け、慎重に審査いたしました。議案第４号「平成２１年度川南町一般会計補正

予算（第８号）」については、全員賛成で可決であります。今回歳入歳出予算の総額に、歳入歳出そ
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れぞれ９，０１３万９千円を追加し、予算の総額を歳入差出それぞれ６６億３，９１２万７千円にするも

のです。総務課関係について、その主なものは、１款１項１目２５節、積立金１億５，７３３万１千円は

財政調整基金へ７３３万１千円、町債管理基金へ１億５，０００万円積戻しするものです。８款１項２目

１９節負担金及び交付金３４７万９千円は工事等にともない消火栓改修した事に負担するものであり

ます。総合政策課関係のその主なものは６款１項２目商工業振興費１９節、負担金補助及び交付金

２１万８千円は、東児湯職業訓練校の川南町出身者が確定しましたので負担するものであります。そ

の他各課に色々と減額修正がありますが、額の決定により行われるものであります。 

○議長（川越 忠明君）  次に文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

○文教厚生常任委員長（徳弘 美津子君）  文教厚生常任委員会に付託されました議案につい

て関係職員の出席を求め説明を受け、慎重に審査を行いました。議案第４号「平成２１年度川南町

一般会計補正予算（第８号）」、議案第５号「平成２１年度川南町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第３号）」、議案第６号「平成２１年度川南町老人保健事業特別会計補正予算（第２号）」、議案

第９号「平成２１年度川南町介護保険特別会計補正予算（第３号）」、議案第１０号「平成２１年度川

南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」については全員賛成で可決であります。ではそ

の審査経過と結果について報告いたします。 

議案第４号「平成２１年度川南町一般会計補正予算（第８号）」まず健康福祉課関係では、歳入の

負担金として、保育所保護者の保育料負担金の減額ですが、当初予算で２０年度の所得税で見込

んで計上しており、その後に所得税が確定し、階層ランクの増減により結果的に８９５万１千円の減

額となったものです。環境対策課の歳入である使用料は、共同墓地使用料として６基分で現在中央

墓地は７４基残っております。同じく環境対策課の歳出である塵芥処理費の減額の主なものでは、

燃料費は当初予算より減額となったもの。また塵芥収集業務委託料も執行残によるものです。ペット

プラ回収業務を行っていた金海産業の業務は、川南衛生公社がすぐ対応できることから引き継ぎ、

金海産業と同額で、その業務を行っております。西都児湯環境整備事務組合負担金の減額は、ペ

ットボトルなどのリサイクルごみの売り上げが多かったため、その分整備組合の負担金が減額となっ

たものです。教育総務課の小学校費・中学校費などは執行残によるものです。生涯学習課関係で

は、放課後子どもプラン事業のプラン事業の減額２７７万８千円は主に報償費ですが、アドバイザー・

コーディネーターに支払うもので、通山小学校と東小学校で行った事業です。この事業は夏休みま

でのものですが１学期は３時から５時までの放課後、そして夏休み期間で希望者を募り、学校内でア

ドバイザーを中心にするものですが、当初見込みより希望者が尐なかった為減額となったものです。

文化ホール自主事業の減額４０万円は、自衛隊音楽隊の費用が、宿泊費・高速代などの経費のみ

の支払いで済んだ事で減額となったものです。 

議案第５号「川南町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）」は歳入歳出それぞれ９３１万

１千円を追加し、歳入歳出それぞれ２４億５，４０９万８千円とするものです。歳入の国庫支出金およ

び県支出金は実績見込みによるものです。一般会計からの保険基盤安定繰入金として２，５０１万７

千円です。雑入１，６７１万６千円は特定検診などの受益者負担分です。歳出の運営協議会費の費
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用弁償は２年に１回の研修を実行しないことからの減額です。保険給付費などは実績に基づくもの

です。基金積み立ては１，９９９万９千円で基金残は２，０８０万円となっております。 

議案第６号「平成２１年度川南町老人保健事業特別会計補正予算（第２号）」は、歳入歳出それぞ

れ６２９万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を２４１５万３千円とするものです。諸収入の第三者

納付金は交通事故によるものです。 

議案第９号「平成２１年度川南町介護保険特別会計補正予算（第３号）」は、歳入歳出それぞれ１

億２８５万５千円を減額し、歳入歳出それぞれ１１億６，５０４万２千円とするものです。保険給付費は

実績によるものです。介護保険準備積立基金積立金には現在４，４５０万３千円です。 

議案第１０号「平成２１年度川南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」は歳入歳出予

算の総額を１億３，５０１万６千円とするものです。後期高齢者広域連合納付金は今回８３６万円の計

上で、１億２，７６９万６千円となっています。以上報告を終わります。 

○議長（川越 忠明君）  次に産業建設常任委員長の報告を求めます。 

○産業建設常任委員長（竹本 修君）  産業建設常任委員会に付託となりました議案第４号、７号、

８号、１１号、について所管職員の出席を求め説明を受け質疑審査を行いました。その経過と結果に

ついて報告します。４議案とも全員賛成で可決であります。 

議案第４号「平成２１年度川南町一般会計補正予算（第８号）」中、産業建設常任委員会に関する

事項について報告いたします。主な歳出では農林水産業費、畜産業費、宮崎県畜産公社負担金の

６５万９千円は、社団法人宮崎県畜産公社の清算による負担金の確定、国営土地改良事業費、宮

崎県営尾鈴北第１地区負担金１，７６８万４千円は、平成２２年度事業分を一部前倒しして実施する

ものであり、宮崎県営尾鈴北第２地区負担金５７６万５千円の減額は、県営事業が手続きの遅れから

本年度中に実施できないための減額であります。林業振興費、流域公益保全林整備事業の減額７

８万６千円、水産業振興費の減額７０万円、漁業集落排水事業特別会計への繰り出し金はいずれも

事業の確定によるものであります。 

議案第７号「平成２１年度川南町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）」この補正予算

は、歳入歳出それぞれ７０万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４４７万９千

円とするものです。歳入の減額は、一般会計からの繰入金７０万円、歳出の減額は漁業集落排水施

設整備事業費の事業費７０万円の減額であります。 

議案第８号「平成２１年度川南町下水道事業特別会計補正予算（第３号）」この補正予算は、歳入

歳出それぞれ２４４万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億８，７６３万１千

円とするものです。主な歳入では、受益者負担金１１６万円、下水道使用料金２８万６千円、下水道

補助金８３万８千円、基金利子４４万９千円、一般会計繰入金９４万３千円、これは減額のことですが、

違約金及び延滞金利息として６２万４千円、歳出では、下水道事業費の積立金２４４万７千円を計上

するものでございます。 

議案第１１号「平成２１年度川南町水道会計補正予算（第４号）」この補正予算は収益的収入及び

支出の収入営業収益１９万３千円を計上し、収入の総額を３億９，４９７万４千円、支出の営業費用、
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資産減耗費６３９万３千円、特別損失過年度修正損失、修正損１６万７千円を増額し、支出の総額を

３億３，７１８万５千円とするものです。次に資本的収入第１款１項の負担金２５７万２千円を増額しま

して、菅原１カ所、それから旧国道の４カ所、計５カ所の消火栓を設置するものでございます。以上

で報告を終わります。 

○議長（川越 忠明君）  以上で、委員長報告を終わります。これから、委員長報告に対する質疑

を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。念のため申し上

げます。討論・採決は、議案ごとに行います。 

議案第４号「平成２１年度川南町一般会計補正予算（第８号）」について討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

○議員（内藤 逸子君）  議案第４号「川南町一般会計補正予算（第８号）」について、反対の立

場から討論いたします。債務負担行為補正の中で、９，３４５万円が提案されています。学校給食調

理業務は、学校給食会の年次計画の下に、食事にかかる状況にも敏感に反応して、対応して運営

される業務です。学校給食調理業務は、町の給食計画、栄養士の献立方針、調理師の技能が重な

り合って完結する業務です。専門業種の請負、自治体用語では委託とは区別され、本来直接雇用

で行われるべきもので、企業との長期契約など無用な業務との立場から民間委託には反対です。 

 指定管理者や民間委託職場では、一方的な経費の削減が強要され、民間福祉施設などへの補

助金も低水準に留まっていることから、そこに働く労働者は、低賃金と务悪な労働条件の下に置か

れています。昨年５月、公共サービス基本法の第１１条に、国及び地方公共団体は、公共サービス

の実施に従事する者の適正な労働条件の確保、その他の労働環境の整備に関し、必要な施策を

講ずるよう努めるものとするとの規定が設けられました。この第１条の具体化を要求いたします。学校

給食センターで働く労働者の身分、雇用の安定と労働条件の改善を求めて、反対討論といたしま

す。 

○議長（川越 忠明君）  他に討論はありませんか。これで討論を終わります。これから、議

案第４号について採決します。この採決は起立によって行います。本案は、委員長報告のと

おり、即ち原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。起立多数であります。

従って、議案第４号「平成２１年度川南町一般会計補正予算（第８号）」については、委員長

報告のとおり可決されました。 

議案第５号「平成２１年度川南町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）」について

討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。こ

れから、議案第５号について採決します。お諮りします。本案は委員長報告のとおり、即ち、

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。従って、議案第５号「平成２１年度川南町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第３号）」については、委員長報告のとおり可決されました。 

議案第６号「平成２１年度川南町老人保険事業特別会計補正予算（第２号）」について討論
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を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これか

ら、議案第６号について採決します。お諮りします。本案は委員長報告のとおり、即ち、原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。従って、議案第６号「平成２１年度川南町老人保健事業特別会計補

正予算（第２号）」については、委員長報告のとおり可決されました。 

議案第７号「平成２１年度川南町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）」について

討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。こ

れから議案第７号について採決します。お諮りします。本案は委員長報告のとおり、即ち、

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。従って、議案第７号「平成２１年度川南町漁業集落排水事業特別会

計補正予算（第２号）」については、委員長報告のとおり可決されました。 

議案第８号「平成２１年度川南町下水道事業特別会計補正予算（第３号）」について討論を

行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから

議案第８号について採決します。お諮りします。本案は委員長報告のとおり、即ち、原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。従って、議案第８号「平成２１年度川南町下水道事業特別会計補正

予算（第３号）」については、委員長報告のとおり可決されました。 

議案第９号「平成２１年度川南町介護保険特別会計補正予算(第３号)」について討論を行

います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議

案第９号について採決します。お諮りします。本案は委員長報告のとおり、即ち、原案のと

おり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。従って、議案第９号「平成２１年度川南町介護保険特別会計補正予

算(第３号)」については、委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第１０号「平成２１年度川南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第２号)について

討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。こ

れから議案第１０号について採決します。お諮りします。本案は委員長報告のとおり、即ち、

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。従って、議案第１０号「平成２１年度川南町後期高齢者医療特別会計

補正予算(第２号)については、委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第１１号「平成２１年度川南町水道事業会計補正予算(第４号)」について討論を行



 - 148 - 

います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議

案第１１号について採決します。お諮りします。本案は委員長報告のとおり、即ち、原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。従って、議案第議案第１１号「平成２１年度川南町水道事業会計補正

予算(第４号)」については、委員長の報告のとおり可決されました。 

日程第 ９ 議案第２３号 「平成２１年度川南町一般会計補正予算（第９号）」 

についてを議題とします。朗読は省略します。提案理由の説明を求めます。 

○町長（内野宮 正英君）  それでは、議案第２３号につきましてその提案理由をご説明申し上げ

ます。この補正予算は、株式会社山有が、宮崎地方裁判所に提訴しました損害賠償等請求事件に

関する費用等の債務負担行為を設定するものでございます。よろしくご審議の上ご決定いただきま

すようお願いいたします。 

○議長（川越 忠明君）  補足説明があればこれを許します。 

○総務課長（吉田 一二六君）  議案第２３号につきまして、その補足説明を申し上げます。先日

の一般質問の中で、弁護士費用に債務負担行為として定めておく必要があるのではとのご指摘を

いただきました。県とも協議いたしましたところ、ご指摘のとおりの回答を頂いたところでございます。

債務負担行為につきましては、事項、限度額、期間等の項目を定めるようになっておりますが、その

限度額、期間等の表示が困難でありますので、内容についての債務負担行為をお願いするもので

ございます。以上で補足説明を終わります。 

○議長（川越 忠明君）  以上で提案理由及び補足説明を終わります。これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

○議員（林田 幸雄君）  今、債務負担行為ということであります。この裁判については、堆肥利用

組合、組合員が被告ともなっておるものであります。その関係の取り扱いをどうされるのか。費用の発

生も当然出てくると思っております、その関係の対応についてどう当たられるのかと、町長の見解を

お伺いをしたいと思います。 

○町長（内野宮 正英君）  ご案内のことを繰り返し申し上げて恐縮でございますが、町は誘致い

たした立場があります。また、利用組合につきましては、その施設を利用して畜産振興を図っていく、

そういう立場にある。従って、大きく言えばですね、その町の立場、あるいは利用組合の立場というの

は、これは、同じような目的を持って、やっぱりやってきたと、このように思っております。まあ、そうい

うことから、この議案につきましては、基本的には町と弁護士費用等に係る会計であるわけでござい

ますけれども、ま、その町とそれから利用組合というのは基本的には同一目的を持って実施をしてき

たと、ま、こういうことになろうかと、こう、思っております。ま、そういう観点からですね、裁判での判決

がどうなるかというのが、今のところ不明でございますけれども、そういう立場に立ってですね、この利

用組合との関係においても、同じ立場にございますので、弁護士の方では、同時に弁護をしていくと、

こういう立場にあります。ま、そういうこと等からですね、ま、判決が出ないと分かりませんけれども、基
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本的には、やはり、町としましては、ある程度のですね、やっぱ、考慮というのはしながら、今後の対

応をしていく必要があると、ま、そのように思っているところでございます。 

○議員（林田 幸雄君）  同一の案件でありますから、共に戦って行きますよと、お願いをしておる

ところでありますけども、私も殿所先生のところで様々な裁判をしてきた経緯もあるわけですけども、

先生、費用の方は、ということで聞きますと、今回の関係色々かかったから、なんぼなんぼ振り込んじ

ょってくれ、というような請求をされる場合があるわけですけども、ま、その中で明確にはできんと思う

とですよね、これは町の分ですよ、これは堆肥利用組合の分ですよ、組合の分ですよ、ということで

明確にはできんと思いますけども、そういった費用が発生、これは利用組合の答弁書なり何なり、今

回の第１回の口頭弁論を聞いてみますと、中平組合長に対して、その考え方を文書にしてまとめて

下さいよというお願いも来ておりました。殿所先生、それはうちで作りますわ、うちで作っとじゃがとい

うことで言っていただいておるようですけども、その関係の費用は副町長に確認しますと、利用組合

なり組合の分は出せませんよと、これは当然ですよね、公費で出せんちゅうのは、もう十分理解して

るんですけども、中平組合長の答弁書、考え方をまとめておいて下さいよと、その関係を５月１０日ま

でに文章にして出して下さいよ。いうことですけども、そのことについて、殿所弁護士がうちの方で作

るんですよと言われてます。当然それには作成費用がかかると思うんですよ。そこら辺りの費用につ

いて、どう対応されるのかですよ。発生した場合には、こらもう公費としては出せませんから、堆肥利

用組合なり組合にいきなり出せと言われても、非常に、その経費の支出、利用組合、組合員も困ると

思うんですよ。ま、例えば、その、町からの貸付、そういった制度等も採って対応していただけるのか

どうかです。その考え方等を教えていただきたいと思います。 

○町長（内野宮 正英君）  ま、あの、現段階ではですね、その、訴訟に対するその、目的ちゅうの

は、ですからですね、これはもう、同じ考え方だと、いうことで、進んでいかなければならない話でござ

います、ま、そういうことからですね、ま、これちょっと、確認したわけではありませんけれども、ま、町

のですね、その、対抗手段の中の、その一つだと、そのように理解した対応をしていく必要があると、

そう思っております。 

○議長（川越 忠明君）  早く言って下さい、町長、答弁、林田君、委員長、うん、その、答弁ができ

てある分は言って下さい。 

○町長（内野宮 正英君）  そういう想定は今のところしておりません。と言いますのはですね、独

自に弁護士を立てて、その上で争うと、こういうことになればですね、これはもう、利用組合として考え

られる話であります。しかし、今の段階で申し上げればですね、その、町の訴訟に対して同一歩調で、

ちゅ言いますかですね、基本的には考え方は変わらないわけでありますので、それに沿ってやって

いくという仲の関係にあるわけでございますから、そこで、そういうことが今の段階で発生するというの

は想定をしていないと、いうことでございます。 

○議長（川越 忠明君）  他に質疑はありませんか。 

○議員(林田 幸雄君)  ま、想定をしていない、発生しないいうことですから、とりあえずは利用組

合、組合の分を含めて全面的に町で対応をしていきますよというとらえ方をしよって良いわけですよ



 - 150 - 

ね、ほんなら。最後、確認。答弁お願いします。 

○町長（内野宮 正英君）  今申し上げますように、そうどういう形になるか、先のことにならないと分

かりませんけれども、今は、先程から申し上げますように、双方とも、町も利用組合も、弁護士のほう

で、色々の指導をいただいております。その目的はですね、町であれ利用組合であれ、これはもう同

じことでございますから、そういう中で、基本的には町の対応いうことの中で、利用組合の関係も一部

ですね、指導いただいているということだと思っております。そこで発生したらどうするかという仮定の

お話でございますけれども、これはもう、利用組合がですね、実際には財務、財政上あるわけではあ

りませんから、そうならないようにですね、やっぱり、あれとしては、弁護士と十分相談をしながらやっ

て行きたいと、そう思っております。 

○議長（川越 忠明君）  他に質疑はありませんか。 

○議員（濱本 義則君）  債務負担行為についてでございますけども、この限度額のところにです

ね、いわゆる裁判費用、訴訟費用という風に書いてありますけども、この裁判の過程、最終的には損

害賠償の金額とか、いろんなものが出てくると思いますけども、その損害費用、損害賠償の費用まで

この債務負担行為にも含むという意味ですか。それともそれは別問題というんですかね。 

○総務課長（吉田六 一二君）  ここに債務負担行為で挙げておりますのは、一応弁護士等の費

用ということでございまして、判決によりましての補償につきましてはですね、また別に予算計上する

という格好になると思います。 

○議員（濱本 義則君）  今からの質問については、まあちょっとお答えにくい面も多尐あろうかと

思いますけども、その場合は、その場合はちょっと答えられませんということで結構でございますから、

一応お考えをお聞きしたいと思います。裁判が、ま、いずれにしても終わるわけでございますけども、

そのあと、いろんな場面の想定が考えられます。そのあとのことを、色々今、腹の中で、まあ色々検

討されているかどうか、その辺についてちょっとお伺いいたしたいと。 

○町長（内野宮 正英君）  その原告の確認もですね、進められてるというような状況の中でありま

すので、そういうこと、いろんなことちゅうのは、あるという風に思います。あると思いますが、それを、

具体的に、どうとかこうとかちゅう形での検討はいたしておりません。 

○議長(川越 忠明君)  他に質疑はありませんか。これで質疑を終わります。お諮りします。ただい

ま議題となっています議案を慎重に審査するため、所管の委員会に付託したいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。従って、議案第２３号は川南町有機堆肥センター調査特別委員会に付託しま

す。 

日程第１０ 議案第 ２号 「川南町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について」 

日程第１１ 議案第 ３号 「「川南町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正

について」 

以上、２議案を一括議題とします。これから本議案について質疑を行います。質疑はありませんか。 



 - 151 - 

○議員（内藤 逸子君）  職員組合との話し合いは、合意はできているのでしょうか。いわゆる残業

の実態はどうなっているのか。月６０時間を越える残業などがあるんでしょうか。それと有給の取得率

は分かれば教えていただきたいと思います。 

○総務課長（吉田 一二六君）  内藤議員のご質問のお答えしたいと思います。組合の方とはで

すね、近々話し合いをする予定にしております。それから、年休の取得率でございますが、ただいま

手元のほうにちょっと持ち合わせておりません。後ほど内藤議員の方にはお示ししたいと思います。

それから、６０時間を越える時間があるかというご質問でございますが、あの、現在考えられておりま

すのがですね、税の申告時期ですね、そこら辺では６０時間を越えることがあるんじゃないかなとい

うふうには思っております。 

○議員（内藤 逸子君）  全職員の残業時間の把握というのはされているんでしょうか。 

○総務課長（吉田 一二六君）  残業時間につきましてはですね、把握はしているところでございま

す。ここの、今手元に申し訳ございませんが、持っては来ておりません。予算額でちょっと申し上げさ

してもらいますと、まあ、年額でございますけども、残業の手当て関係はですね、１千５，６百万円程

は毎年出てる状況にはなっております。 

○議長(川越 忠明君)  他に質疑はありませんか。他に質疑はありませんか。これで質疑を終わり

ます。お諮りします。ただいま議題となっています議案を慎重に審査するため、所管の常任委員会

に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。従って、議案第２号、議案第３号は、総務常任委員会に付託します。 

日程第１２ 議案第１２号 「平成２２年度川南町一般会計予算」 

日程第１３ 議案第１３号 「平成２２年度川南町国民健康保険事業特別会計予算」 

日程第１４ 議案第１４号 「平成２２年度川南町老人保健事業特別会計予算」 

日程第１５ 議案第１５号 「平成２２年度川南町漁業集落排水事業特別会計予算」 

日程第１６ 議案第１６号 「平成２２年度川南町営農飲雑用水事業特別会計予算」 

日程第１７ 議案第１７号 「平成２２年度川南町下水道事業特別会計予算」 

日程第１８ 議案第１８号 「平成２２年度川南町介護認定審査会特別会計予算」 

日程第１９ 議案第１９号 「平成２２年度川南町介護保険特別会計予算」 

日程第２０ 議案第２０号 「平成２２年度川南町後期高齢者医療特別会計予算」 

日程第２１ 議案第２１号 「平成２２年度川南町水道事業会計予算」 

 以上、１０議案を一括議題とします。質疑はありませんか。 

○議員（中村 守君）  平成２２年度一般会計予算中、８７ページでございますが、３款民生費２項

児童福祉費２目児童措置費についてお伺いをいたします。民生費につきまして６３億４千万円の予

算中最も大きな、項目でございますけども、その中で、児童措置費の中で、今年度色々話題になっ

ております、子ども手当ての関係がですね、ございますので、比較をいたしまして３億１５４万６千円

の増となっております。その特定財源の内訳といたしましてですね、国県の支出金が４億４，３８４万８
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千円、それから、その他これは事業者のですね負担金などと思いますが、３４８７万６千円。そして、

一般財源、ま、これが１億４，０６４万６千円ということでございますが、この中で、委託料ですね、１３

節の委託料が、２億７，７２４万ということですが、この私立保育園の委託料は、今年度は、一つの民

間保育所が増えて、この増額になっておるわけですけれども、この新しい一つを含めた保育所の保

育所名と、それから保育所ごとの措置費の金額を教えていただきたいと思います。それから、２０節

の扶助費でございますが、これが今度新しく創設されました子ども手当ての３億１，６１６万でござい

ますが、これはですね、一般財源の１億４，０６４万６千円中ですね、この保育所の児童措置費、それ

から、児童手当ての被用者、非被用者等がございます。それと、子ども手当ての子ども手当ての分、

この一般財源の振り分けが、一般財源中どれくらいの金額に配分されておるのかを教えていただき

たいと思います。被用者は、これは厚生年金の加入者だと思います。非被用者は、自営業、国民年

金だと思いますけれども、これが、あの、児童手当に上乗せをされて、今回の２０１０年度分はですね、

１万３千円ということのようでありますけれども、その配分をお聞きしますのはですね、やはり、この１０

年度分、今年の分はですね、あの、総額が２.３兆円になるわけですけれども、その分の１万３千円と

いうことでございます。それで、総額今年度の給付額はですね、児童手当の分が国費が１兆２００億

円、地方の分が５千７００億円、事業主が約１，８００億円というふうに聞いておりますけれども、そうい

った関係の中で、宮崎県もですね、やはり４７都道府県中７県ぐらいがですね、やはり色々この子ど

も手当てに対しては、色々問題があるというふうに言われておりましたけれども、そういった中で、こう

いう形が上程されておるわけでございますので、そういうことについてお聞きをしたいと思います。 

○健康福祉課長（米田 正直君）  ただいまの中村守議員のご質問にお答えをしたいと思います

が、まず、児童措置費でございますが、児童措置費の民間保育所、私立保育所等の委託料でござ

いますけれども、あの、これにつきましてはですね、めぐみの園保育園、それから、十文字保育園、

それから東保育園が、三カ所が今年から、２２年度からあるわけでございますけれども、それの財源

の振り分けでございますが、失礼いたしました、保育所ごとの措置費の内訳ということでございますが、

ちょっと手元に資料がございませんので、あとでお知らせしたいと思いますが、よろしいでしょうかね。

それから、あの、子ども手当ての財源振り分けでございますが、子ども手当てでですね、児童手当が

２月、３月につきましては、あの、児童手当、今まで従来の児童手当で２カ月間はですね、支給され

るわけでございます。で、この財源といたしましては、児童手当の財源でございますけど、これ、２カ

月分でございますが、ま、国が１，１０２万９千円、県が７４６万９千円、町の持ち出し分が１４７万２千

円でございます。それから、４月からですね、４月分から１月分ですね、１０カ月分でありますけど、こ

れがですね、あの、子ども手当てという具合になりまして、１０カ月分子ども手当てとして組んでおりま

す。で、この財源でございますけれども、ま、総支給額が３億１６１６万でございますが、財源といたし

ましては、国が２億４，０１５万１千円、それから、県が３，８００万１千円、で、町が３，８００万８千円でご

ざいます。以上でございます。 

○議員（中村 守君）  ２２年度だから、４月からになるのか。じゃあ、この児童手当はあの、２月、３

月の分があるということですかね。２２年度だから、４月からですから、その、児童手当に上乗せをし
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た１万３千円の分のあれと私は理解してたんですが、今の説明によりますと、３月までと新たに子ども

手当ては４月からの、国が２億４千万、県と町が３，８００万ということでしょうか。その、もう１回２月、３

月と４月の年度間の確認とですね、それとこの、児童手当の該当者の、人数と言いますか、それと、

子ども手当ての該当する人数、この予算計上に対応するですね人数を、国全体ではですね、全国

では１，１００万世帯くらいあるそうですけれども、０歳から中学卒業まで、１５歳までということでしょう

か、その、人数について教えていただきたいと思います。 

○健康福祉課長（米田 正直君）  中村議員の質問に再度お答えしていきたいと思いますが、こ

の児童手当、従来の児童手当ですね、それから子ども手当てもそうでありますけれども、この支給は

ですね、６月、１０月、２月になるわけでございます。６月支給分がですね、２月、３月、４月、５月分を

６月に支給されることになっております。そういった関係でですね、２２年度新年度予算で支給される

のは、２月３月が入ります。会計が、会計が２月～１月ベースになるわけですね。児童手当支給の月

がですね。それで、２月、３月分については、新年度で支払うということになります。２月、３月分につ

いては、国の制度でございますけれども、２月、３月については、従来の児童手当で行くということで、

２カ月間はですね、で、４月からにつきましては、あの、子ども手当て、今度新設されました子ども手

当て、１万３千円ですね、これで行くということでございます。以上です。それから、人員でございます

が、あの、２月、３月が児童手当ということでですね、人数につきましては年間延べ人数がですね、３

７６２名、それから、４月から１０月の延べ人員でございますが、２万４，３２０名でございます。子ども手

当ての分ですね。２万４，３２０名、１０カ月分です。実質人数としましては、２，４３２人と、そして２月か

ら３月の実質人員としましては、１，８８１名ということでございます。以上です。 

○議員（中村 守君）  ２月、３月までの分をですね、４月から子ども手当ては始まるので、その分

を６月に支給ということですね。と、児童手当の分が２月、３月、４月があるわけですよね。４月から新

たに子ども手当てがスタートするということですね。６月と１０月と２月に子ども手当ての支給は年３回

ということですがね。それでよろしいんですね。それとですね、この子ども手当て、町内にも該当する

方がいらっしゃると思いますけれども、この子ども手当てっていうのは、監督をする、監督と言います

か、面倒を見る親を基準にして支給されるということのようであります。町内にも在住されてる外国人

の方もいらっしゃるようでありますが、その件がですね、これはもう、問題になっておりますけれども、

そこら辺りのですね、在日外国人の支給の関係について、分かってる範囲で結構でございますが、

教えていただきたいと思います。 

○健康福祉課長（米田 正直君）  在日外国人の件でございますが、これにつきましてはですね、

調査をいたしまして、後でご報告申し上げたいと思います。それから、あの、支給月のことでございま

すが、平成２２年度におきましてはですね、２、３、４、５で、２、３につきましては、従来の児童手当が

支給されるということでございまして、今後これが継続されて行きますならばですね、これは、均一し

た金額で行くと思います、２３年以降はですね。２２年度につきましては、２、３が従来から入るというこ

とで、変則的になりますけど、２カ月分については従来のものと、それと、あと２カ月が、４月、５月分

が子ども手当て、新制度による子ども手当てということでございます。 
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○議長(川越 忠明君)  他に質疑はありませんか。 

○議員(濱本 義則君)  平成２２年度川南町下水道事業特別会計予算についてお伺いをいたしま

す。この下水道事業におきましては、２１年度で大方の工事は終わって、あとは、運営という形になろ

うかというふうに思っております。そこで、この予算を、下水道並びに上水道、これは、公営企業という

形だろうと思いますけども、公営企業と言えども、真っ赤ではいかんというふうに私は思っております。

あくまで、極端なことではないんですけども、利益追求をするべきだというふうに思っております。そこ

で、そういう観点から、この下水道事業の予算につきまして、お伺いいたします。この予算によります

と単純に申しますと、売り上げが恐らく３，７００万になります。それから経費、この経費が、例えば、こ

の売り上げの中には一般会計からの繰入金は入っておりません、私の計算の３，７００万円の中には。

それから、経費が６，２００万円になろうかと思います、単純に計算しますと、ここで利子は除きまして、

２，５００万円の赤字になるわけでございます。で、最初これ発足したばかりでございまして、すぐすぐ

というわけにも参らないと思います、そこで、この予算を立てるにあたりまして、どういう基準でお立て

になったか、ちょっとお伺いいたしたいと思います。 

○上下水道課長(河野 秀二君)  濱本議員のご質問にお答えいたします。川南町下水道事業

特別会計の下水道の使用料金ですが、３，４８０万円をですね、計上しております。平成２１年度末

利用見込みが、１７５０名でありまして、区域内人口３，４００人の５パーセントに当たる１７０名を加え、

１，９２０名でですね、新年度の予算を試算しております。１，９２０名に１日当たりの計画汚水量、１人

１日当たりの計画汚水量、２６０リッターを掛けますと、約５００トンになります。この５００トンに公共施設

分を加えますと、７５０トンになるわけですけど、７５０トンを料金換算すると、３，５５８万７千円となりま

すが、尐し尐なめにしまして、３，４８０万円で料金の計上をしております。また、先ほど言いました５

パーセントの根拠といたしましては、平成２０年度決算、平成２１年度実績見込み等を参考にして計

上をいたしました。それから、今後のまあ、見込みと赤字の関係なんですけど、ここ数年は、加入が５

パーセント前後で伸びると思ってるんですが、その後につきましては、未加入者の個々の条件、これ

はちょっと外れますけど、漁業集落が約７５パーセントなんですけど、残りの方がやはりあの、高齢者

の方で、ま、年金暮らしの方がいらっしゃいまして、加入が伸び悩んでます。ま、こういった状況が数

年後には公共下水道の方でも出てくるんではないかというふうに思っております。それから、歳入歳

出のバランスの問題ですけど、先程、議員がおっしゃったように、償還を除きますと、事業が終わりま

した関係で、人員の削減等も出てきますし、ここ２、３年後の事業の事業完了の後整理、例えば区域

の変更とか、それから、都市計画法に基づく事業認可の変更ですね、そう言った諸々終わってきま

すと、整理が終わりますと、人員の整理もできるんじゃないかと思ってますので、償還を除けばです

ね、収入で維持管理ができるんじゃないかという見通しはしております。以上で終わります。 

○議員(濱本 義則君)  単純に言いましてですね、普及率が１パーセント上昇した場合に、

使用料がどれくらいというふうに踏んで詰めましたか。 

○上下水道課長(河野 秀二君)  すいませんちょっと時間をいただけますか。ちょっと計算

してよこさせるので、時間いただけますか。 
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○議員(濱本 義則君)  下水道のことについてちょっとお伺いいたしましたけども、予算を立てる場

合ににですね、そういったいろんな形で今、下水道の場合はこういう形で予算を立てましたということ

を整然とお答えいただいたわけですけども、これがですね、実はあの、決算の中の、なんてんですか。

あの、付属書類と出てくるあの、なんてんですかね、なんてやってすかね、ああ、成果表、成果表に

もおそらく出てくると思います。ただ、これがですね、他の諸々の課においても、これをぜひやってい

ただきたい、という考えがございまして、今、水道か下水道のことについてちょっとお伺いいたしまし

た。と申しますのは、予算はできたと、ところが、我々としては、何を基準にしてこの予算を立てたん

だろうと、いうのが非常に分かりにくい面がある。そこで、できる限り、そういう形で予算を立てていた

だいて、それをこの予算書の、まあ、メモ程度でよろしゅうございますから、付表という形で提案をして

いただけるようにならんかなあと、いうふうに思って、こういうご質問をいたしました。そういうことについ

て、町長、お考えがございましたら、お願いをいたします。 

○町長(内野宮 正英君)  おっしゃるようにですね、やっぱり算定基礎がどうかというのは、非常に

重要なお話だと思います。これが事業仕分けだとか、あるいは予算の査定の公開とかというような話

になると、そういうとこがないと、理解を得られないという問題はあるかと思います。内部的にはです

ね、そこあたりの先ほど課長が説明しましたように、一応のものは作ってやってるわけでありますけど

も、それを提示していないと、こういうことであります。ただほんなら、全部それが提示できるかというと

ですね、土木とか建設事業とか、あるいはその他工事に掛かるようなものちゅうのは、一方では入札

等との関係から、やっぱり公表できないというようなところもありますので、そこ辺は、こういう予算、こう

いうような関係は公表しても何も問題はないとこう思いますけども、できないものもあると、いうことはご

理解いただきたいと思います。 

○議長（川越 忠明君）  しばらく休憩します。午後の会議は１時からとします。 

午前１１時５３分休憩 

午後 １時００分再開 

議長（川越 忠明君）  会議を再開します。休憩前に引き続き、議案質疑を続行します。ここで、総

務課長より発言の申し出がありましたので、これを許します。 

○総務課長（吉田 一二三君）  先程の条例の一部改正の中で、内藤議員に対します答弁漏れが

ございましたので、ここで答弁さしていただきます。まず、あの、年休の取得状況でございますが、こ

れは２１年の分でございます。２０年の１月から２１年の１２月までの分でございます。退職者を除いて

おりますが、平均取得日数が９.４日になっております。２１年の分ですね。２１年、申し訳ありません、

２１年の１月１日から２１年の１２月３１日までの分です。それからですね、これは２１年度になりますけ

ども、総時間外数ですね、これが６，０２１時間になっております。それから、６０時間を越えたところが

ということでございますが、税務課の申告時期と申告後のところでも６０時間を越えておりますし、財

政の方もですね、決算統計の等をやるときにですね、短期間にやらなくてはいけないという関係でで

すね、６０時間をあの、超過しているところがございます。以上でございます。 
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○議長（川越 忠明君）  次に、健康福祉課長から発言の申し出がありましたので、これを許しま

す。 

○健康福祉課長（米田 正直君）  先程の中村議員のご質問に答弁漏れがございましたので、お

答えしたいと思います。まずですね、保育所じゃなくて児童措置費の私立保育所と委託料でござい

ますが、それの内訳でございます。まず、めぐみの園、これがですね、９，４９７万７，２００円、これは、

乳児、１歳児、３歳児、４歳児とありますが、これにつきましては、表は後ほど差し上げたいと思います。

それから、十文字保育所、８，２２４万２，６４０円。それから、東保育所、７，７８０万３，５４０円。それか

らですね、他市町村に委託しますが、他市町村に措置費として払う分がですね、２，２２１万６，４６０

円でございます。そして、合計の２億７，２５８万９，８４０円でございますが、それにですね、施設機能

強化、４５万円、それから、障害児加算を４１０万加算いたしまして、２億７，７２３万９，８４０円。ま、予

算的には２億７，７２４万ということでございます。それから、在日外国人の児童が支給の対象になる

かということでございますが、川南町には、対象になる児童はおりませんが、仮におったとした場合で

すね、これは、対象になるということでございます。支給の対象になるということでございます。以上で

ございます。 

○議長（川越 忠明君）  次に、上下水道課長より発言の申し出がありましたので、これを許しま

す。 

○上下水道課長（河野 秀二君）  先程、濱本議員のご質問の中に公共下水道の１パーセント加

入があった場合に、料金がどのくらいになるかというご質問ですけど、年間約４０万円になります。以

上で終わります。 

○議長（川越 忠明君）  議案質疑を続行します。他に質疑はありませんか。 

○議員(長野 義勝君)  平成２２年度川南町一般会計予算中、１６８ページの一番下になりますが、

通浜海浜公園管理費委託料の振り分けをお願いいたします。 

○生涯学習課長（西川 義孝君）  長野義勝議員さんの質問にお答えします。通浜海浜公園管理

委託料７１万９千円の内訳としまして、清掃管理１８万９千円、それから、芝管理ですね、これに５３万

円を充てております。以上です。 

○議員(長野 義勝君)  この海浜公園管理委託費については、通浜の長寿会との委託契約を結

ばれておりますが、協議、第６条で、この契約に関して、疑義を生じた場合は協議上のうえ、解決す

るものとするとなっておりますが、協議されましたのか、お聞きしたいと思います。 

○生涯学習課長（西川 義孝君）  ただいまの、質問は、トイレの掃除かと思われますが、浜の今

言われたトイレはですね、長寿会の方にあの、あっこを作った当時から委託をお願いしてるということ

でございます。その関係で、一応、溝口さんですかね、長寿会の会長は。疋田さんじゃったかな。疋

田さんですね。と、あのお話を以前にいたしまして、今、月３万円、前の段階ではですね。お支払い

をしていたわけですが、毎日トイレの掃除ということでですね、まあ、他のトイレと比べまして、あまり多

過ぎると、他のとこ、公園でも通山農村公園のトイレも全然手が入ってないということでございまして、

今言った疋田さんとお話しまして、一応、２日に１回、半分ですね。要するに１５日程度ということでお
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願いして、一応了解は、あの、担当の方で得たということでございます。以上です。 

○議員（長野 義勝君）  その、疋田さんの奥さんが会長、長寿会の会長で、旦那さんが会計をし

ておられます。話に拠れば、私には何にもその協議もなかって一方的にされたと、そんな話をしてお

られました、その人もやっぱ、町の財政が今、厳しいから、そら、分かっとるから、仕方ないことじゃけ

ど、一方的に協議もしないずくに、そう変えられたらたまったもんじゃねえ、契約が、この契約書を私

に見せていただいたのですが、色々書いてあります。大分な、通路、歩道、広場のトイレ、ベンチ等、

などを管理しておられますわ。別にやっぱ、砂浜が２００メートルばかいあります。台風の後にはあの、

ゴソとか流木が一杯、あがりまして、そんなところまで一生懸命がんばっておられるのでございまして、

今後はこのようなことはないように、協議をしながらしていただきたいと思って思っておりますので、よ

ろしくお願いしておきます。 

○議長（川越 忠明君）  他に質疑ありませんか。 

○議員（竹本 修君）  議案第１２号、平成２２年度川南町一般会計予算中、２件についてお伺い

をしたいと思います。まず１点目は、歳入の２２ページ、ええ、１２款使用料及び手数料の１目の衛生

使用料の、保健センターの使用料でございますが、１千円計上されておりますが、この説明をお願

いしたいと思います。昨年同様なのか、そこの辺りにつきまして説明を求めたいと思います。２点目

につきましては、歳出の１６０ページの１０款教育費２目公民館費、１９節交付金、地域活動交付金と

いうことで、５８５万円の計上ということでございますが、これらにつきましてはですね、私たち、この議

会におきましての説明等は実施するにあたっては、なかったわけですが、末端行政の中の説明の中

では、こういったものに対応したいということで、税報酬って言いますか、その金額につきましての考

え方というものはありましたけど、地域活動交付金等の金額と言いますか、こういうふうに、地域の活

性化に向けての活動資金として流します、流しますというか、交付金として考えてます、ていう説明は

ありませんでしたけど、そこの辺りの説明をお願いしますと同時に、項目は、なぜ、２款の１項の総務

管理費でやれなかったのか、その辺りの見解をお願いしたいと思います。 

○健康福祉課長（米田 正直君）  ただいまの竹本議員のご質問にお答えしたいと思いますが、２

２ページの保健衛生使用料、保健センターでございますが、これにつきましては例年、計上しておる

わけでありますけれども、保健センターの機能訓練室を利用していただくということで、一応１千円を

計上させて、見込み計上をさせていただいているところでございます。 

○総合政策課長（篠原 浩君）  竹本修議員の質問にお答えいたします。地域活動交付金、この

説明についてでございますが、これにつきましては、末端行政の説明会の中でですね、納税報奨金

を廃止すると、それに伴いまして地域活動のための交付金を設定いたしますということで、各説明会

に回っております。その中で、納税報奨金につきましては、元来、納税に関する部分の報奨というこ

とでですね、これは地域活動ということには直接リンクしないとは思いけれども、実際、形態、中身とし

てはですね、地域活動の経費として使われてるっていう実態もございます。そういう中で、納税報奨

金を廃止して、もう何も出さない、っていうことはですね、かなり振興班としても大変だろうということで

ですね、どういった出し方をするすかっていうことを内部で検討いたしました。一つの考え方として、
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納税報奨金を上回らない形で出しましょうということで、あくまでも、これにつきましては、地域活動部

分ということでですね、全ての振興班に出すわけではございません。あくまでも、分館活動に参加し

てらっしゃる振興班、その分に出しますので、それも内容的に地域活動の交付ということで、総務費

の方には計上いたしておりません。以上でございます。 

○議員（竹本 修君）  １点目につきまして、多分、１千円の計上ですからそういうことだろうというふ

うに思っているんですが、昨年の議会におきましてですね、寄附採納ということで、議論したわけで

すが、その時に、町長の答弁の中におきまして、健康器具が、医療器具と言いますか、そちらのこと

につきまして、いかに医療費を安くするかということでやったかというふうに思うんですね、議論を。そ

ういうことを考えた場合につきまして、この保健センターの使用料につきましての、考え方というものも

あってもいいんじゃないかというな、気はするわけですね。それともう一つは、それができなければ、

町内にそう言った施設の中での検討といいますか、そう言ったものがなされていくのか、今後そう言

ったものについての考え方をしていかなければですね、今年の、補正予算じゃないけど、当初予算

で、保健事業等の財源等も、仮定ですけど、仮の事業費ということで組まれておりますが、前年度と

すると、保険税の末端の割合というものは、そう変わらないんだろうというふうに思ってるんですね。そ

ういうことを考えていった場合に、昨年同様な課税額になるんじゃないかというような気はするわけで

すが、しかし、この時の、昨年の議会におきましこういった寄附採納におきましての町長の答弁を見

てますと、そういった施設というか、器具を設置することによっての医療費の軽減につながって、尐な

くして行くんだという心構えをおっしゃいました。その姿につきまして、私は、今回、町政運営方針等

を全部、それから、この、今年から来年のを実施計画書を見る限りはですよ、そのあたりが全然見え

てこないというのがあるわけですが、そういうもの辺りの考え方を町長に再度伺います。２点目につき

ましての考え方につきましてはですね、２月７日の区長会の折に確かこういった振興班の活動資金と

いうことで説明されたかというふうに思っておりますが、私の方もこの金額等につきましてはですね、

この予算書を見たときに初めて分かるわけで、それまでの考え方というものは一つもないということを

考えればですね、もう尐し事前に説明がなされていくべきじゃないかというふうに思ってます。先程、

予算につきましてはですね、今、区の中に、振興班としての位置づけがなされていないということで、

こういった予算処理というものがされてるかというふうに思うんですが、しかし、２６６の振興班長の報

酬等はですね、全部ここで区長の報酬等は組まれているわけですわ。その中におきまして、一つ気

になりますのがですね、振興班促進奨励諸費交付金ということで８万円の計上がされております。で

すから新しく振興班の加入、それから設置という があった場合にはここで、認可しまして、当然生涯

学習課の受付に回って行くだろうというふうに思うんですが、しかし、まあ、手間暇かかるわけですが、

そういうこと考えていった場合に、どうしてもやっぱりこういった予算処置もですね、あらゆるところに

かかわり合いを持ちますと、当然あの、事務上のええ、問題があるかというふうに思うんですが、その

辺のところの見解とですね、全体の振興班の２６６の内に、３０何某かというものはここに該当しない

振興班が出てくるかというふうに思うんですが、それらの見解ですね。なぜそれを申し上げますかと

いいますと、振興班がありながら、区の分館活動はしてないという振興班があるわけですわ。そういう
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ことにつきましての、説明が行き届いてないというのが現実的には発生してる。町人口から見ますれ

ば、約１６，５００なら１６，５００の中で３分の１の人につきましては、説明がなされてないというのが、現

状があります。そういったものの考え方につきましてですね、そこ辺りの説明をして、５８５万に対する

基礎的な振興班の手当てというものを、私は検討すべきじゃないかというふうに思うんですが、それ

をやっておかなければですね、非常に今後問題が発生するかというふうに思います。この辺の見解

を再度求めたいと思いますが、振興班のこの流れにつきまして、金の流れと言いますか、振興班に

つきまして、地域活性化交付金じゃないけど、そういったものの金の流れにつきまして、改めて説明

をお願いしたいと思います。 

○町長（内野宮 正英君）  まずですね、保健、保健衛生使用料、ということで施設使用料等のお

話がございましたけれども、これは、今ある施設をですね、使う程度のことしか、そういうものは発生を

しないということでありますので、これは科目設定的な意味合いというふうに理解いただいていいんじ

ゃないかなと、そう思っております。それから、この地域交付金については、こりゃもう、座談会意見

等でもですね、説明申し上げている中身であります。 

というのは、やはり、税報奨金がなくなると、やっぱり、振興班の運営とか色々困ると。そういうこと等

があるということでありますから、今回の考え方としては、やはり、地域活性化を図っていくという意味

合いでの公民館活動に参加をいただくと、そういう意味合いを、その振興班に対してやるという考え

かたであります。そこで、説明事前にないじゃないかとおっしゃるけれども、そういうことをやることによ

って、振興班に加入していただくということができれば、そこで改めて予算的には考えていけばいい

問題じゃないかと、そう思っております。金はですね、振興班は一応把握ができております。分館活

動に加入しているかどうかというのは、分館の会費を納めているかどうかという数ですから、その数に

よって、交付し、振興班へ交付していくという形になると思います。 

○議員（竹本 修君）  一点目のですね、保健センターにつきまして、ここで再度申し上げますが、

一般の方がやっておられた、健康器具といいますか、そういったものの利用者につきまして、今、全

然ない、利用されてないわけですが、その方たちが非常にですね、利用を求めて行きたいという考

え方の声がするわけです。そういうことで、やっぱりそういった声がある中におきましての、検討という、

もっと言いますと、あれですけど、そういった方向というものはあっていいんじゃないかと、町長の方も

そういった答弁の中で、健康につきましての医療器具ということにつきましても、そういったものが必

要だということで、おっしゃったわけですから、そういった方向性の、そういう一般の方がそういった形

の事業をする上においては、今後ですね、そういった、対応もできれば、やっていただきたいという

ふうに思っております。その辺のところを一つの見解を求めて行きたいと思います。二点目につきま

してはですね、先ほど、ええ、金の流れのことをお伺いしましたが、一応、私が知る限りにおきまして

は、１６０ページのこの分館交付金等につきましては、交付金ですから実績報告とか補助金申請とか

そういったことはございませんけど、しかし、分館の活動におきましてはですね、２４分館それぞれ指

導者がおりまして、その中の、総会等も近づいておりますが、出席して、総会資料等の活動状況は

全部分かるわけです。しかし、この度の、地域活動交付金になりますと、２００、ま、仮に２５０なら２５０
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振興班に交付金を流したとすれば、一方通行であるわけですね。しかし、それが、他の人にそういっ

た説明がつくのかというのが一つの欠点になろうかと思います。そして、確かに事務上は一方的が一

番いいわけで、それこそ補助金になりますと、３回も４回もそういった手続き等が伺えます。ま、そうい

うことを考えれば、活動資金ということで、交付金ということで、手間暇っていうものがないだろうという

ふうに思うんですが、しかし、今、分館におきますところの振興班の活動におきましてはですね、振

興班長が恐らくどこでもそうだろうというふうに思いますが、分館の役員の中の構成の中で、そういっ

た形がある中におきましての、そこで、審議して、１年間の活動というものはなされているわけですが、

そういったことに対しましてのことを考えれば、私は、今の分館育成交付金ですか、そういったものの

考え方で、同じ項目で出すとすればですね、そういった形の方がいいんじゃないか、恐らくこの分館

育成交付金等については、じゃあ、分館におきましての世帯数につきまして、７００円とか８００円とか

そういった基準単価におきましての育成交付金になってるだろうと思いますが、恐らくそういったこと

に含めましてですね、地域活動、振興班のこういったものにつきましての、そういったものが、私は妥

当じゃないかというふうに思うんですね。私２４分館ですが、２４分館におきましては、それぞれ世帯

割の、分館に対しましての、区に対しての負担金というもので納入しております。この度１５００円とか

そういうことで流れておりますが、恐らくそれ以下という話の振興班はないだろうというふうに思います。

この２４区制の中の中でですね。それらを考えていった場合に、同じ活動資金の中でやるのなら、そ

こら辺りのほうが、私はやりやすいんじゃないかと、そこに、そのことを含めて、全振興班、全町民に

知らしめて、やられた方が、私は誘導政策といいますか、そういったものに、やって行くんじゃなく、

目に見えた形で、町長は振興班、即、やりたいんでしょうが、この今までの経過を見ていますと、それ

の方が私という、としてはいいんじゃないかと思うわけですね。ま、そういうことを考えていった場合に、

再度ですね、検討し直しながらやっていただいたらというふうに思います。もう一つ再度その、やられ

る場合にですね、先ほど振興班の設置等も言いましたが、４月１日でやった場合に、それ以降の振

興班につきましては、月割りとか、いろんな形の加入につきましての考え方があるか、そこら辺りの見

解がありましたらお願いしたいと思います。 

○町長（内野宮 正英君）  健康器具等の問題は、先般の議会でですね、提案申し上げましたけ

れども、床の問題とかで最終的には相手方の計画、廃業との関係から、どうしても間に合わないと、

こういうことで、できなかったわけであります。そういう中で、今後ですね、どうするのかという御質問で

ありますけれども、床問題というのは後から検討するにしても、やはりもらっておけばよかったなあとい

うふうに私は実は思っているわけであります。それはできなかったことは残念であります。しかし、今

後ですね、そういうような器具的なことを考えるかどうかと、いうことはですね、今後の課題にさしてい

ただきたいと思います。それから、活性化の資金の問題についてはですね、これは一つはやはり、

分館への加入を促進をするということ。分館活性化をですね、もう尐し、やらなければだんだんこう減

ってきているという実態であります。その前提となるのが、振興班への加入と、こういう話になるわけで

ございます。そういうことから、振興班へ助成をすることによって、振興班へのですね、加入ができれ

ば、いいことだなと、もうそのことによって即、分館への加入と、こういう形になって行きますから、そう
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いうことがねらいとしてはある。それから、一部はやはり分館、振興班の活動だけでなくてですね、助

成を、分館の負担金にもですね、できたら充てて頂きたいという話を区長会では申し上げているとこ

ろです。そして、分館の負担金、分館負担金を個人が出すのを尐なくすると、そういうことも考え方と

してはやっていただきたいかと。ということも話をいたしております。しかし、それはそれぞれの振興班

での考え方ということに、任せなきゃしょうがないと、そう思っておりますが、しかし、その振興班の活

性化が分館の活性化と、そういうことになるというふうに思っておりまして、そういう考え方での、今回

の取り組みということで、御理解いただきたいと思います、また、チェックはですね、各分館とも総会

があります。総会での会費を単価で割れば、そこが何人おるというのはもう分かるわけでございます

ので、それは町が交付したものとチェックをすればですね、あの、その確認はできると、ま、そのよう

に思っておりますので、ま、交付後、その、全然チェックをしないというのは問題があるというふうに思

いますので、それは、やっていく必要があると、そのように思っております。 

○議長（川越 忠明君）  他に質疑はありませんか。 

○総合政策課長（篠原 浩君）  竹本議員の御質問の中で、途中で分館に加入した場合、その場

合の取り扱いでございますが、これにつきましては、平成２２年度に限りましてですね、９月３０日まで

に分館に加入した場合はですね、地域活動交付金を出すという形で交付要項を作成したと、作成し

ているところでございます。従いまして、４月１日以前で分館に加入してない振興班でありましても、９

月３０日までに分館の方に加入していただければですね、交付金は出せるような形、２２年度に限り

ましてはですね、そういう形にしております。以上です。 

○議員（江藤 和利君）  議案第１２号、平成２２年度川南町一般会計予算案についてですね、あ

の、２点ほどお伺いしたいと思います。まず最初に、９８ページ、４款１項１目、９８ページ、地域自殺

対策緊急強化事業という、これは、今いろいろ報道聞きますと、全国で３万人とかいう話やら聞いて

おってですね、この対策がですね、ちょっと遅れたんではないかなと、そういう感じがいたしますけど、

消耗品費、印刷製本費がだいたい同額くらいで出ておりますが、これを作成してですね、どのような

方法で配布されるのか、お伺いをしたいと思います。それから、先ほどから出てます、この１６０ペー

ジですね、この地域活動交付金５８５万についてですね、お伺いしたいと思います。先ほど総合政策

課長の方から聞きますと、座談会の中でですね、納税報奨金がカットになったのは、できないと、そう

いう話が出ました、その中で振興班長手当てと分館育成はここで公民館活動費だからいいんですけ

ど、分館育成交付金、これについてはですね、１５万円、それから町長が、一般質問の中で出ており

ます６３０円がですね、出ております。で、２００世帯を満はですね、２００世帯を掛けるというよな感じ

で育成交付金は出ておると思います。そういう方向で公民館活動をですね、それでいいわけなんで

すけど、ただ、今回、この地域活動交付金が出ております。ただ、この中でですね、川南町財務規

則、第３条、書類の合議です。私は振興班長手当ての方、２６６名が載っておりますが、あちらの方

でやはり処理をすべきだと思って。ただ、今回、この生涯学習課の方に来ておるということは、財務

規則の第３条、書類の合議、ここで色々ここに提案されたということになりますと、生涯学習課長が合

議して、ここで計上していいですよと、そういう形になると思うんですね。そうすると、流れとして、だい
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たい１２月１５日、財政課長と相談しながら進むわけなんですけど、ここ辺に対して、生涯学習課長、

この計上の仕方ですね、そこ辺で納得してこれで計上されたのか、やはり、振興班長、振興班育成

ならですよ、やはり、振興班、２６６名計上されておりますが、あすこの中で、やはり計上すべきだと、

それと、ちょと分かりませんけど、先ほど１５００円という話が出ました。１５００円て、今、世帯入れたと、

もう４０００、４０００で６００万ですよ。５８５万、４０００世帯を割ってますよ。先ほど分館活動やら、それ

に参加しない人を外します。そういうことになりますと、２０００以上外れているということ、個人世帯も

外れているということではないですか、これ。ただ、２０年度の決算を見ますと報奨金がですね、７１８

万６千円出てます。はっきりいや３４０円まで言いますけど、出ております。して、２１年度は９５５万の

ですね、予算計上しております。まだこりゃ、決算認定がまだ２１年度が終わってないから分かりませ

んが、これの代わりとかそういう方向で説明されてますけど、提案の仕方も問題がある。振興班活動

なら振興班手当てでちゃんと賄うことで計上し、そこ辺を一つ説明を、先ほど、生涯学習、生涯学習

課長の方でですよ、ほんとにこれ１２月１５日頃出て、予算計上して、ちゃんと合議して予算計上され

たのか、そこ辺まで説明お願いいたします。 

○健康福祉課長（米田 正直君）  江藤議員の御質問にお答えしたいと思います。９８ページの地

域自殺対策緊急強化事業でございますが、これにつきましてはですね、県の１０分の１０の補助事業

でございまして、ご指摘のとおりですね、全国で３万人の、ま、あの、自殺者が出ております。平成１９

年度でございますけれども。で、その中でですね、宮崎県が２番目でございます。秋田が１番目で２

番目に宮崎県が２番目ということでございます。そういったことででですね、こういった事業を組まれ

たというふうに思われますが、この使い方ですけれども、印刷製本費につきましてはですね、相談用

パンフレットを６，０００枚、各世帯へ配るようにしております。それから、啓蒙用ログを、ま、作成しまし

て、ま、５００枚ですけども、各施設、各事業所へですね、配布したいというふうに思っております。そ

れから、消耗品費につきましてはですね、これにつきましてはま、啓蒙用のですね、あの、ま、シャツ

としておりますが、職員、各事業所にもま、お願いするなり、また、職員がですね、啓発用の作業着っ

て言いますかね、上着を作りまして、日常的に PR するというよなことでございます。そういったものを

作成すると、いうことに計画しております。以上でございます。 

○生涯学習課長（西川 義孝君）  ただいま江藤議員よりのご質問に答えます。ただいまの地域活

動交付金関係につきまして、私たち生涯学習課と総務課と、総合政策課と、副町長、ならびに町長

と協議いたしました。そこで、一番問題になったていうのはですね、分館、いわゆる今の２４区の分館

なんですけども、それの基礎となる振興班の活動が盛んにならないと、分館の活動も盛んにならない

ということで、私たち生涯学習課のほうの予算に計上して欲しいということで、依頼がありましてこのよ

うになった次第でございます。以上です。 

○総合政策課長（篠原 浩君）  振興班の数の関係でございますが、現在あの、振興班の総数が

ですね、２６７振興班がございます。その中で、分館に加入していない振興班が３５ございますので、

実際、分館に加盟している振興班がですね、２３２になるかと思います。で、その２３２の振興班数が、

あの、一応予算としましてはですね、全振興班が分館に加入したと想定した予算を計上させていた
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だいております。この部分がですね、振興班に出てる届け出数としまして、３８８８プラス振興班に加

入促進が行なわれた場合を想定しまして、４，０００軒ほどで計上してるかと思います。あ、３，９００軒

で計上しておると考えます。以上です。 

○議員（江藤 和利君）  この自殺、９８ページに関してですね、あの、先ほど町民、健康福祉課長

が言われましたけど、宮崎県と川南町ですよ、それの５年位前から分かればですね、ちょっと人を教

えていただきたいと思います。それからですね、この１６０ページ、地域活動交付金についてですね、

もし、今３，９００戸、９００世帯と言われましたが、これはもう、先ほど言いました、書類の合議、第３条、

この、第１項、町財政に関する、関係のある条例、規則、その他にこれに関するものというと、これは

もう、規則もでけてますよね。交付金を出すとやかい。規則が、これは議会に掛けんでいっちゃけど、

規則がでけちょらんで交付金だけ勝手に一人歩きしてるということになるとまた問題になりますし、た

だ、先ほどですね、ちょっと答えていただきたいのは、その３５世帯が分館活動に参加していない、

それとですね、この２，０００戸以上の世帯ですよ、個人世帯、こらもうほらかせということですか、それ

とも、今、振興班の見直し、行財政改革の中でですね、それも取り組んじょっとですよ。個人解消して

までおって、区長制度を立ち上げるときも個人解消しようと、いうことで個人解消ができなかった。ま

た増えた、そこ辺の、この振興班、末端行政の見直しです。そこ辺と逆行するんじゃないですか、こ

れ。個人を切り離しますよて、やりますから逆に、分館に入って下さい。そして、分館活動参加して下

さい。そして、盛り上げて下さい。それが地域活性化じゃないんですか。出し方も問題になりますけど、

やはり総合政策課の中で、ちゃんと計上して、先ほど、言葉取りますと、ちょっと問題になりますけど、

要らずじゃったところをうち辺な上げましたと、そういうことになるとですね、これは提案の仕方自体が

問題になると思うんですよ。この地域再編との兼ね合い、どんげ考えちょりゃっですか。お願いいたし

ます。 

○健康福祉課長（米田 正直君）  再度江藤議員のご質問にお答えしていきたいと思いますが、

年度毎の人数ではございますが、川南町で把握しておる分、平成１９年度まで把握しておりますが、

平成１３年が２名、平成１４年が３名、平成１５年が５名、平成１６年が６名、平成１７年度が７名、平成１

８年度が３名、平成１９年度が７名でございます。以上です。 

○総合政策課長（篠原 浩君）  規則は作られたのかというご質問でございますが、これにつきまし

てはですね、地域活動交付金要項というのをですね、作成しております。それからあの、振興班、個

人の人には出さないということでですね、振興班と、振興班に関しての加入促進に逆行するんでは

ないかと、いうご質疑でございますが、これにつきましては、現在、振興班促進奨励交付規定という

のがございまして、これで、振興班を新たに世帯を加入させたための経費とか、それとか、振興班の

統合するための経費、それに、振興班を新たに結成した場合の経費、そういった部分をですね、交

付規定の中で支払うこととしておりますので、こちらの方でですね、振興班の促進奨励関係はです

ね、できるものと考えております。以上です。 

○議員（江藤 和利君）  今言われたその、振興班のですね、加入やらそこ辺に対する、別に８万

組んでますわ、これ。別に８万。加入やら設置やら。加入した場合に２０００円出ますわ。新たに設置
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するて、そのお金は８万別に組んでありますがね。こら、おりゃ聞いちょらんよ。この件に関しては、た

だ今回の、５８５万、今末端行政の見直しもしよっじゃねえね。その説明会の中で、報奨金がなくなれ

ばですよ、地域の運営が厳しいて、振興班な運営が厳しいと、そういう話が出たから今回この５８５万

を設定しますじゃったが。そういう形しか聞こえんわけです。それ、一つ、死んでるのと生きてるのとで

は、こら使い方によってですよ、こら黒なっと思うんですけど、やはり、今、末端行政の再編もしよっじ

ゃねえね。して、ちっと遅れよっじゃねえですか。ここ辺に対する目玉ですか。こら、個人解消にはな

らん思うとですが。だから、やはり、振興班が納税報奨金は法に触れるということで２２年度からカット

しますよと、そういう方向で前答弁もありましたよね。やはり、そういうことであれば堂々と総合政策課

の中で計上して、成功するくらいの気持ちでやって下さいよ、こっちに。持ってきて。振興班長活動

やりますと、それに２６６名の振興班長手当ても事前で出しますと、分館の方に振興班が活動して、

せにゃ、分館活動も、活動せんてはおかしいですわ、こら振興班長分館の運営委員出て、一生懸命

やりよっとですわ。して、分館長、区長を中心にして、分館長を中心にして、地域活動をやりよっとや

かいですよ、して、町長が前から言いやるごつ、育成交付金１５万と６３０円、こら、個人世帯にも全部

分館では出よっとですわ。そういう取り組みもかていっぽでしよっとですよ。今度のここの５８５万、そ

の、先ほど３５名の振興班のこ、引いた残り、その振興班にあって個人もぱっと外す、そういう形でで

すよ、今後の川南町スムーズに行くと思いますか。僕はやはり、これも納税報奨金があるかい、私は

税金納めんかい、よう納めんと、個人になりますと、そういう方たちもおったんですよ。今度は救わに

ゃいかんじゃねえですか、逆に。入って戻って下さい、入って下さいて、して、地域、振興班を盛り上

げて下さいて、それよりまた俺は、こら、逆行するもんと思うんですよね。ま、これは僕自身の考えが

間違うちょっとか分からんけん、ま、町長そこ辺などんげ思いやっですか。 

○町長（内野宮 正英君）  これはですね、ま、末端行政でその個人解消というのは確かに色々な

形でやりました。しかし、現実には、それはもう、今のようなその個人世帯的なものをですね、これは

もう、振興班、地域の活動と、それから行政組織としての考え方の違いがあるわけですけど、行政組

織上で言えば、これは、個人も振興班加入者もなく、そんなことは、何も関係ないんだと、基本的に

言えばですね、行政としてどうそれぞれ全町民に対して対応するかということであれば、やっぱり、今

の形ではですね、とてもじゃないけど、振興班を今通してやってるわけですけど、それを、通す、通さ

ないという形で色々やることはもう厳しいと、これはもう、皆さん方にもですね、それぞれ、座談会等の

意見、あるいは皆さん方の全協等の意見でもこれはもう出てる話でありますから、これではできないと、

ほんなら続出的にどうでしょうかと、こういうことで、提案をしてきた経過があるわけです。そういう中で、

特に、この税報奨金をなくすると、いうことになった場合、これは、非常にですね、２、３割になる振興

班もあるわけです。これから、ほとんどですねもらってない振興班、報奨金もらってない振興班もある

と、そっちの方が遥かに多いと。そういう意味合いでは、それぞれの振興班のですね、活動の一つの

財源にはなる、ということはもう間違いがないと、そう思っております。それで、あとですね、これはまあ、

一つ考え方として申し上げておりますのは、そういう助成をやるので、区長会でも出ました、その新た

に入った分はどんげすっとか、という話がありました、それは、先ほど課長が申し上げましたようにで
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すね、９月末までに増えた分については、それはもう、助成措置を行ないたいと、そういうことで説明

申し上げてるわけです。ですから、それぞれの振興班においてもですね、やっぱり入って一緒に活

動しましょうというやはり運動をですね、やっぱりやっていただくと、いうことが必要であって、これがそ

れほど出しますから振興班に入って下さいと言ってもですね、そう簡単に行く話しでは、私はないと、

そう思っております。そういう意味ではですね、地域の中で、それぞれあの、ご尽力をいただくことは、

区長を通じてですね、お願いをして行きたいと、また、交付の段階ではですね、そういうお願いもして

いったら良いと、そういうふうに思っているところでございます。以上です。 

○議長（川越 忠明君）  しばらく休憩します、１０分間休憩します。 

午後１時５７分休憩 

午後２時０７分再開 

○議長（川越 忠明君）  会議を再開します。休憩前に引き続き、議案質疑を続行します。他に質

疑はありませんか。 

○議員（山下 壽君）  議案第１２号平成２２年度川南町一般会計予算書、１点についてお尋ねし

ます。私は今まで同僚議員が説明をしておりますが、１６０ページの１０款４項２目の公民館費、ええ、

地域活動交付金についてお尋ねをいたします。これあの、私、担当館長とお尋ねしたいんですが、

今までの説明を聞いておりますとですね、３分の２ぐらいの人がもらえて、３分の１の人がもらえないと、

いうふうな予算の計画が組まれているようでございますが、今、世の中、特にいろんな形でばら撒き

ばら撒きというようなことを聞きますが、ばら撒きにも当たらないような、撒き方のようでございますが、

こういうようなことをした場合ですね、もし住民辺りからですね、もらえない住民辺りから、いろんな訴

訟等々が行なわれた場合にですね、法的に耐えるか耐えないか、そこ辺りの検証がなされたものか、

お尋ねをいたします。 

○生涯学習課長(西川 義孝君)  山下議員の質問にお答えしますが、そこ辺の打診とか、調査と

かはしておりません。以上です。 

○議員（山下 壽君）  実はですね、今まで精査いたしました、補正辺りでもそうですが、いろんな

形でですね、どうも最近間違ってたとか、いろんなことで、追加で提案なされたり、することがあったわ

けでございますが、そこ辺りやっぱ慎重に予算に対する対応、いろんなことに対する対応をですね、

やっぱして貰わないと、結局、町民はいろんな形で見てる、また、いろんな事柄、県内の人、新聞報

道等も目を輝かせて見ているわけでございます。で、そういうようなこともありましてですね、決してま

た間違ったようなことがあっちゃ行かないわけでございます。現に、今でもですね、例えばあの、国営

畑かん事業におきましてもですね、受益者でない方々が色々異を言われている。それはなぜかとい

うと、やっぱ、銭の使い方だと思うんです。ですから、また、そういうものに対しましてはですね、やっ

ぱ慎重にやって貰わないとですね、いろんなことが、訴訟的に起きてきますとですね、非常にやっぱ

住民から、執行部もそうですが、われわれ議会も批判を食うわけでございます。で、先般からのあの、

宮日の報道にもなっておりましたが、基金の県内の動向等の比較も、個々のですね、基金の動向等
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がありましたが、特に児湯郡では川南町は、ま、今度やっと２，０００万に達したようでございますけど

も、え、それでもまだまだ足らないと、いうような状況でございます。非常にあの、緊縮予算の中でで

すね、果たしてこういう予算の使い方が、ま、町長は効果があるだろうということで、え、提案されてい

るようでございますけども、私はいかがなものかなというふうに非常に疑問を持っております。こういう

ような使い方をすることによってですね、本当に地域の活動が活性化するのか、そこ辺りを、もう一度

町長に改めて町長のま、提案されたお気持ちについてお聞きしたいという風に思います。 

○町長（内野宮 正英君）  今ですね、非常にやはり、その、振興班未加入者がだんだんこう、増

えてきているということ等によって、振興班活動にかかるですね、活動も、尐しずつやっぱり、低調に

なりつつあると、こういう状況ではないかと思います、そのことが、２６０数集落ある中でやっぱり、３０

数集落が分館にも入っていないと、こういう実態があると、そういう中で末端行政を進める中でのやは

り最大の課題的なものは、振興班活動がやっぱり活性化しないと分館活動も活性化しないんじゃな

いかと、ゆう意見というのは、これはもう非常に多かったわけでございます。そういう意味合いで、やは

り、今、分館活動というものをですね、これはまあ、地域コミュニティを図っていくという形の中でいえ

ば、いまあの、分館活動というのがやっぱりそういう意味では、今、川南で言えばですね、大きな組

織になってると、そう思います。そういうような観点から、現在、納税報奨でやった場合と、それから全

集落にやった場合とでは、効果というのは、やはり全戸を対象にした、ま、全戸というのは、加入者と

いう意味合いでありますが、それをやった方が、これはまあ、納税報奨金的にやるよりもですね、かな

り効果が高いと、そのように思っております。これでもですね、もう納税がその百パーセントある、ある

いは、振興班じゃない、所得の高い人たちがいる振興班、そういうところと、勘定した場合には、もう

四分の一ぐらいに減ると、いう振興班も出てくるわけでございます。ま、そういうような格差は出てきま

すけれども、やはり振興班と分館と、こういうことを考えた場合、それから、先ほど申し上げましたけれ

どもその助成額をですね、一部でも振興班の分館活動への加入に個人世帯等の、その振興班の交

付金をですね、分館加入、分館の費用負担の一部に当てていただくとか、そういうことによって分館

への加入促進を図り、そして分館活動を活性化していただくと、そういうようなですね、使い方は、こ

れは、我々側からもお願いはしなきゃ行けませんけれども、使い方によってはですね、そういう効果

が、期待ができるっちゃないかなと、そう思っております。それで、納税報奨金の問題で、振興班を

出たという人たちもいるわけでありますから、そういう人たちのですね、一つは、振興班加入へのです

ね、手立てにもすることができるっちゃないかと、ま、そういうなことをですね、色々期待をいたしてお

るところでございます。 

○議員（山下 壽君）  いや、町長、その、納税報奨金の話になっとまた話が相当広がっていくん

ですけども、あの、納税報奨金をどうのこうのという話になりますとね、これは、私はその納税報奨金

の代わりにこういうものを設立されたんならね、これはとんでもない話だと思うんですよ。絶対納税の

徴収率は下がりますよ。大変な問題が起きますよ、今後。私はその対策は、あの、担当課でちゃんと

やっていただいてるのだろうなというふうに考えておるわけでございますけども、納税報奨金の代わり

にこういうものをして、個人世帯が一つでもなくなればいいというなのは、それはまた、夢のような話で、
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私は全然違うと思ういます。そのことを言いますと終わりませんので止めときますけども。それとです

ね、町長、私はあの、先ほど同僚議員の質問にもちょっと触れられましたけども、私も、全く同じ思い

しておるわけですが、それはどういうことかと言いますとですね、私もこの議会が始まる相当前にです

ね、ある集会に行っておりましたら、区長さんから、実はこういうことを区長会で言われたと、ま、１戸１，

５００円ずつもらえるらしいと、そりゃ、議会が通ればもらえるんだと。議会はどんげなったつのよ、ちゅ

て、もうの、我々はこういうことを全く知らん間にですね、そういうことがもう歩いてるわけですよ、末端

の個人の方に、末端の住民の方に。そういうことがですね、予算を伴うようなことが、我々議員が全く

知らない内にですね、歩いていきますとね、我々今から、この予算については議決するわけですよ、

非常にやりづらいですわ。やっぱそういうことは改めて貰わないと。町長は、効果が出れば良いじゃ

ないかというような答弁をされましたけども、全然私は違うと思うんですよ。やっぱり予算を伴うような

事業につきましてはね、やっぱりもっと丁寧に、議会にも説明をして貰わないと、議案が出てきて議

案質疑の中で始めて分かって行くというようなことではですよ、これは本当におかしい話じゃないか

なというふうに思いますので、そこ辺りについては、もう当然いけません。今後十分気を付けていただ

きたいと思います。以上で終わります。 

○議長（川越 忠明君）  他に質疑はありませんか。 

○議員（林田 幸雄君）  関連にもなろうと思いますけども、平成２２年度川南町一般会計予算につ

いて、についてちょっとお伺いをしたいと思います。まずあの、１０５ページ５款労働費の失業対策費

ということで、今年度、２２年度新たに出てきたものであります。この中で、緊急雇用創出事業というこ

とで、公園等の管理整理なり、特定検診の、これはもう、わかりますけども、諸々な事業が出てきてお

ります。それと一番最後、これ一番大きな金額になろうと思いますけども、ふるさと雇用創出事業、観

光 PR促進事業委託料、観光協会に委託して、というようなことですけども、これはもう、事業計画なり、

その概要が出てこういった提案がされたと思うわけですけども、ちょっとこの事業内容と、それから、こ

の事業で、どれだけの雇用が創出できて、観光、川南町の観光にどれだけ、影響を及ぼすのか、そ

こら辺りをちょっと教えていただきたいと思います。それから、尾鈴畑作、１１４ページ、農林水産業費

の農業振興費の中の、尾鈴畑作営農調査委託事業の関係、どういった調査をされて、その目的が

どこにあるのかですね、教えていただきたいと思います。それと、その次のページ１１６ページ、各、

協議会なり色々の、ま、負担金、国家の関連もあるわけですけども、この中で出てきております、園芸

振興費の中の宮崎県バイオテクノロジーセンター負担金、８万１千円、出てます、このバイオテクノロ

ジーセンターなるものの、中身がどうなっておるのか、それが川南町にどれだけの効果を及ぼしてお

るのか、その関係をちょっと教えて欲しいと思います。それから、同僚議員の中から出てます、１６０

ページ、地域活動交付金の関係、これはあの、報奨金がということですけども、確かに報奨金、法的

な問題もあるということで、色々検討されてきた結果であろうと思いますけども、４分の１ぐらいに減り

ますよという地域があるようですけども、そうなってきますとその地域地区におかれましては、非常に

潤沢な資金の中で、振興班の運営が行われてきたと、思うわけですけども、それが４分の１に減りま

すよということになりますと、今度はその資金を生み出すために各戸から出して下さいよということに
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なると、またそこで、ほんならもう振興班抜けますわというような形も出てくるんじゃなかろかなと思いま

す、そういった地域に対しての対策、対応策はどう考えておられるのか。そこら辺り、金額にしてどれ

ぐらい減るのか、まるで、今まではもらっていないところがまたもらえるように、私の地区がそれだろう

と思いますけども、そういった関係の対応策はどう取られてきたのか、どう取られるのかですね、そこ

をちょっと教えていただきたいと思います。 

○総合政策課長（篠原 浩君）  林田議員の質問にお答えいたします。緊急雇用事業についてで

ございますが、こっちの雇用につきましては、８事業、これにつきまして、２０人の雇用を考えておりま

す。予算としましては、あの、４，３７８万８千円程になるかと思いますが、これにつき、これで各部局で

８事業を展開して２０人の雇用を生み出すという形になっております。それとふるさと雇用につきまし

ては、町で直接実施できない形の基金活用事業ということで、どちらかの方に委託してということで、

今回観光協会の方にですね、観光ＰＲ促進事業という形で委託するような形で、１，１４０、１，１４９万

円を計上しております。雇用人数は３名でございます。内容につきましてはですね、あくまでも実施

は観光協会になるわけですけれども、こちらの方として、考えている部分につきましてはですね、観

光マップの作成をしていただいたり、観光案内版、簡易なものに限るんですが、こういった部分の作

成、それから、現在、川南湿原とかですね、色んな観光場所が出てきておりますので、そういった部

分の観光ルート等ができないかということでですね、検討していただきたいというふうには、こちらとし

ては考えているところでございます。以上です。 

○農林水産課長（押川 義光君）  林田議員のご質問にお答えいたします。１１４ページ、尾鈴畑

作営農調査委託事業でございますが、これにつきましては、今年、３年目を迎えようとしておりますけ

れども、今年も１１品目につきまして、延べ４８０アールで水を使った畑作営農の実証をしようというこ

とで、各農家に委託しまして、その実績を普及センターなり、町役場、尾鈴農協でですね、検証して

いくという作業を委託するものでございます。具体的には、水を使った品質向上の状況の調査ある

いは収量の調査、そういうことを実施していくということでございます。ずっと調査のメインにしておりま

すのは、イチゴがメインでやってきております。それから、かぼちゃ、白菜、サニールージュ、お茶、ス

イートコーン、里芋、生姜、飼料、ブロッコリ、ナシ、ナシなしというのは、あの、果物のナシですね、

以上１１品目を今年度もやる計画にはしております。以上です。それからもう一つ、１１６ページの中

断にございます、宮崎県バイオテクノロジーセンター負担金８１千円でございますが、これにつきまし

ては、負担金でございますけれども、川南町にどのように有効かというご質問でございましたけれども、

川南町においては、佐賀ほのか、苺のさがほのかの種苗をこちらから購入して植えてるという農家さ

んがいらっしゃるということでですね、川南町にとっても非常に有効的であるということは受けておりま

す。ただ、ここで、作られている品目は沢山ございます。カンショ、いちご、ま、らっきょう、菊とかです

ね、スイトピー、そういうものまでですね、多種多様にバイテクを利用、バイオテクノロジーを利用して

ですね、そういう研究をされております。その中で本町に関係するのは、先ほど言いました、さがほの

かとか、花卉の菊、シンバという品種があるようですけれども、そういうもの、あるいは、あの、先ほど言

いましたスイトピー、そういう世界でですね、やはり、農家にいろんな苗、種苗を提供する上ではです
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ね、非常に有効であると、そして、県下市町村はですね、加入しまして、ここを利用しながら、原種、

新しい苗のですね、元をここで作っておりますので、そういう面では有効化ということで、負担金を計

上している次第であります。以上です。 

○総合政策課長(篠原 浩君)  林田議員の質問にお答えします。地域活動交付金中、以前の納

税報奨金と今回の地域活動交付金の中で、かなり差が出る振興班もあるのではないか、また、もらっ

てない振興班に対して、出てくる、今回発生する交付金があるということで、ご指摘のとおりでござい

まして、平成２０年度の納税報奨金で、一番もらっている振興班、これはどことは言いませんけれども、

一番もらっている振興班で３２万程出てる振興班がございます。で、そこを今回の納税報奨金に引き

なおしますと、だいたい、納税報奨金、すいません、今回の地域活動交付金に引きなおしますと、４

万５千円程になるという形になります。しかしながらですね、今回の地域活動交付金につきましては、

例えば、その地域の世帯数に応じて出すということでございますので、納税報奨金につきましては、

その世帯数に応じて、その金額は大きかったとかいうわけではなくて、納税額とかそういう部分で跳

ね返り、そういう部分では多い部分もございます。で、今回の部分につきまして、納税報奨金に、地

域活動交付金につきましては、地域の活動、構成世帯数が多いとこほど、多い形になるわけでござ

いまして、実際の交付していただく部分としてはですね、理にはかなってるのかなと、ただしながら、

こういった部分でですね、当然今まで多くもらっていたところが極端に尐なくなるとこも発生いたしま

す。で、それにつきましては、今までどおりの振興班の活動内容をしていただくと、これは当然財源

不足、そういう部分は考えられます。で、そこの部分に関してはですね、その地域の中で、歳入に見

合ったといいますか、財源に見合った活動をしていただく、もしくは、必要に応じて追加の部分でで

すね、負担金を、例えば、飲み方とかですね、そういう部分が発生するんであれば、その、出席者に

対して負担金をいくらか出していただくとかですね、そういった部分を考えていただかないといけな

いのかなというふうには考えてるところでございます。どちらにしても、ある程度この地域の活動交付

金という形になると、今までの納税報奨金の額とは、かなり違ってくるというのはですね、これはいた

し方ないのかなと考えてるところです。以上です。 

○議員（林田 幸雄君）  労働費、失業対策費についてはですね、色々あろうと思いますけども、

いま、若年層の雇用が非常に厳しくなってますし、われわれを中心とした団塊の世代、が、仕事がな

いというような状況が出てきております。そこら辺りを充分考慮されて、雇用等については、ひとつお

願いをしておきたいと思います。ま、特にこの、公園管理整備事業等で７８０万９千円と出ております

けども、ただ単純にシルバー等の委託とかそういったことじゃなくてですね、新たな雇用の創出に向

けて、対応していただくように一つお願いをしておきたいと思います。それと、この中でパソコン購入

等が２台なり７台なり上がっておりますけども、こら１台にしますと、ま、２０万を超えるような、非常に今

のパソコンの価格ですと、非常に高額かなと、この事務補助が使われるようなパソコン、こういった高

額なものがいるのかな、今までも購入されたパソコンが色々あると思いますけども、そういったものの

活用ができんとかな、これはまあ、国の事業ですから、そういった潤沢な資金の中でやられるのかな

と思いますけども、そこら辺りも充分検討されてですね、他にまわせるものがあるなら、やっぱり他の
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方にまわしていただいて、そういった対応等も、ちょっと考えて運用をしていただければと、思います。

これについてはその考え方等ちょっとまたお聞かせをいただければと思います。それから、この、１１

４ページの畑作営農調査委託事業。これはもう３年目であるということです。ただ、川南町の農業振

興基本計画、そういったものも、平成１９年度以降、作られてないというような実体であります。こうい

った調査を充分生かされてですね、そういったものも作って示していただくようにです、ちょっとお願

いをしておきたいと思います。これは、一般質問の中でも、言わしていただきましたけども、農業委員

の人以上に、俺たちも見たこたねえて、いいやるかいですね。そういったものがアンケートに出てきて

おる、問題でもあろうと思いますし、３年目であればそれぞれの年毎の実績等についても、報告をし

ていただきたい、品目ごとにですね。その成果についての報告をしていただきたいと思います。それ

から、１１６ページ、宮崎県バイオテクノロジーセンター、これは、確かに農水課長が言われるとおりの

目的で設立され、運営をされておるわけですけども、中身を見てみますとですね、天下りとは言いま

せんけども、定年延長、なりなんなりでおられる、仕事の中身は現役の試験場の職員がしてるんです

よ。そこまで負担金を払うて残しよかないかん施設かな、思いますし、さがほのかについては、充分、

潤沢な苗の供給もできておるようですから、ここを通じて高い負担金、ま、高い苗を買わんでもです

ね、そういった対応ができるんじゃなかろうかなと思いますので、充分実態を把握されて、ここだけの

負担金とは言いませんけども、そういった関係、団体等の負担金等も見直しをされるべきじゃなかろ

うかな。ここだけじゃないんですよ、各関係課、に関連してる団体、本当にいるのかな、いらんとじゃ

ねえかな、というような団体が非常にあるからですね、そういったものの見直しも、ひとつお願いをし

たいと思います。それから、１６０ページの関係、そういった交付金が尐ねなるから、交付金に見合っ

た活動をして下さいよ、そんげな話をしてきやったってすか、減るとこの地域と。それをしてきていわ

れるのなら、いいってすよ。私はそういった地域の人から、どんげしようがいいちゃろかいて、いわれ

ちょるから、先ほどのような質問をしたんですよ。それをその地域としてされてきたのかどうか、あんま

り乱暴じゃねえですか。減れば減ったなりの活動をして下さいよ。そら、いわれんでんしやっですよ、

金がねければ。だけど、それを減らしますから、行政側がいうこっちゃねえと思うとですよ。その、協

議をされてきたのかどうか、協議をされてきたうえで納得をされて、いわれるとならいいけんですね。

以上、確認をさしていただきたいと思います。 

○総合政策課長（篠原 浩君）  林田議員の質疑に再度お答えいたします。緊急雇用創出事業関

係でございますが、これにつきましては、全てですね、ハローワークを介しての雇用になります。従い

まして、ハローワークに求人を出してその紹介に応じてこちらの方で選任するという形になりますので、

議員が言われましたように、若年層の雇用にですね、配慮していきたいと考えております。それから、

パソコン等に購入についてのご質問がありましたかと思いますが、これにつきまして、２０万、高額で

はないかということです、これにつきましてはですね、執行残が出ましたら、そのほかの部分に流用し

て使えるっていう部分になっておりますので、あくまでもこの基準につきまして、メインが人件費という

形になりますので、人件費の一定割合を超えなければですね、事務費が使えるという形になってお

ります。続きまして、地域活動交付金につきましてですが、これを減額するっていうか、大幅に減るこ
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とに対してですね、住民、その、地域と協議されたのかということでございますが、これにつきまして、

一つ一つの団体とですね、協議して行った経緯はございません。しかしながらですね、末端行政の

ですね、地域説明会の中ではですね、納税報奨金は廃止させていただきますと、地域の活動に見

合った形の交付金を考えていきますという形でしか言っておりません。他、金額に対してですね、当

然こういうような形っていう部分がですね、出てきたことについてはですね、なかなかですね、だから

といって町が補填をという形はですね、なかなか難しい部分もございますので、ご理解を図っていく

しかないものと考えております。以上です。 

○議員（林田 幸雄君）  だからこういった提案をされる前にですよ、そういった地域との協議は進

めておかれるべきじゃなかったんですかと、ですよ。末端行政再編の座談会の中で、納税報奨金等

については、まあ、あの、判例もありますので、見直しますよということで言われてきたのは、もう私も

聞いてるんですよ。ただ、今まで私たちがもらってた既得権益じゃないの、私たちの地域の人が納め

ていただいた税額に対しての報奨金じゃがと、言われたらですよ、地域活動交付金の財源について

も、これは納税報奨金じゃねえと、と言われたらですよ、非常に返答に困っとじゃねえですか。だから

そういったことであれば、やっぱり、そういった地域、今までええ、潤沢な報奨金をもらって活動され

てきた地域、これは町の、そういった末端の地域活動、分館活動等についても、非常に協力的であ

った地域だと思うんですよ。そこら辺りが色々問題が出てきて、ほんならもう、地域の崩壊に繋がるよ

うなことであってはならんしですよ、だから、そういった細やかな対応が必要じゃないんですかって言

いよっとですよ。してきちょりゃらんとなら、今からでも間に合うと思うとですよ。そういった地域の方々

と協議をされて充分な理解を得た上で、やっぱり提案をされるべきじゃろうと思うしですね、こういった

問題は。そういった対応を、細やかな対応をですね、取っていただくように、お願いをして、どうかそ

の答弁、していただけるようであればですね、答弁をいただきたい、思います。 

○議長（川越 忠明君）  はい、他に質疑はありませんか。 

○議員（徳弘 美津子君）  議案第１２号２２年一般、一般会計予算についておたずねいたします。

まず、ふるさと納税て言われて久しいんですが、今回予算計上の中で、１千円ということになっており

ますが、川南町が現在取り組んでいるPRの方法があれば、お教え下さい。それから、今年度の現在

の実績をお願いいたします。それから、２款総務費の６０ページかな、第５次長期総合計画策定業務

の審議委員報酬等２４８千円とありますが、この構成員の内容をお教え下さい。それから、３款民生

費、２項、８８ページの児童福祉費ですが、延長保育一時預かり休日夜間保育事業とございますが、

この対象保育所と、現在の取り組み、現状を教えて下さい。それから、４款衛生費、１０２ページの女

性特有がん対策推進事業、これも昨年もありましたが、予算計上の中では昨年より落ちておりますが、

対象者人数と、この、これはですね、利用に当たって、なかなか利用が尐ないていうことがありまして。

私も広報の方でも書かせていただいたんですが、利用に当たってすごく使いにくいていうのがあるん

ですが、その現状を聞いていらっしゃればお教え下さい。それから、先ほどありました、あの、５款の

労働費ですね、１０５ページから１０８ぺージの失業対策費の、この雇用創出事業っていう提案の内

容の検討の方法っていうものが、各課でどのように上がってきたのか、それから、他にどういうものが
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もしあったのであれば、お教え願えればと思います。それから、学校図書室活用事業の中でこれご

ざいますが、授業終了後の検討課題としては、どう考えていらっしゃるのか。それから、先ほどのふる

さと雇用創出もございましたが、観光協会に委託をしているので、一応お願いして観光マップを作る

という感じでありますが、これもその、これは雇用、雇用創出事業とはまた別のもので、例えば、先ほ

どハローワークに全部振る、振っておりますということですが、これは、観光協会に振ることで、どのよ

うな雇用が見込まれていらっしゃるのか、で、その中で色々お願いをいたしますがってことで、どうい

うこう、あの、見識、どういう見解でこう、川南 PR していくことを、観光協会が考えてらっしゃるのか、ま

た、それを提案することが、例えば広く意見を求めるような窓口があるのかどうか、ってことをお聞きい

たします。それからもう一つ、７款商工費の１３２ページ、消費者行政推進費で１８２万とございますが、

これはあの、車を買うような感じにになっておりますが、今後これを継続的にやっていく形で、どのよ

うな感じで考えてこの予算を考えていらっしゃるのかを教えて下さい。以上です。 

○総務課長（吉田 一二六君）  徳弘議員のご質問にお答えしたいと思います。ふるさと納税の PR

についてでございますが、現在ホームページの方とかですね、町の広報誌にですね、掲載をしなが

ら PRをしてるところでございます。それからまた、町人会ですかね、県外の、そちらの方に行ったとき

にもですね、その折にですね、また PRをさせていただきたいと、いうふうに思っております。それから、

実績につきましてはですね、現在、あの、５０万ほど今年度は納税をされ、ふるさと納税をしていただ

いたところでございます。以上です。 

○健康福祉課長（米田 正直君）  徳弘議員の質問にお答えいたします。８８ページの一時預かり

事業でございますが、この対象施設はですね、十文字保育所でございます。で、補助金として十文

字に出しますが、直営でですね、中央保育所がですね、一時預かり事業をいたします。それから、こ

の実績がですね、ちょっと今、手持ちにありませんので、調べて後ほどあの、報告したいというふうに

思います。それから、１０２ページ、女性特有のがんの対象者数でございますが、子宮がんが４１５名、

これは、対象者の４割を見ております。それから、乳がんがですね、２３０名を見ております、これも４

割ですね、対象者の４割を見ております。以上でございます。 

○教育総務課長（佐藤 弘君）  それでは、徳弘議員のご質問でございますが、１０８ページの緊

急雇用創出事業、学校図書質活用事業についてでございますけども、現在のところ、一応、緊急事

業ということで、短い年度での事業だということで、今後はどうかというご、ご質問でございましたけど

も、ま、この年度の間にですね、最悪配置ができないことを考えた、事業を目一杯次年度やっていこ

うと思っております。また、その中で、必要性が検出されたならばですね、また今度は単独での活用

ということで、全員の配置はまあ難しいでしょうけども、そういう人員の配置の要請等をですね、可能

な限りしていきたいというふうに思っております。以上です。 

○総合政策課長（篠原 浩君）  徳弘議員のご質問にお答えいたします。まず、最初に第１点目の

第５次長期総合計画策定業務の総合計画審議会の報酬の内訳があったかと思いますが、これにつ

きましては、委員長分で、委員長委任分でですね、３回ほど組んでおります。委員長が１回当たりの

単価５，６００円の３回、それから、ええ、他の委員さんが１４名いらっしゃますので、５，５００円の３回
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×１４名という形で組んでおります。続きまして、緊急雇用事業の選定、各課からの見当の流れにつ

いてでございますが、これにつきましてはですね緊急雇用事業の枠がですね、各町決まっておりま

す。その枠の中でですね、各課にうちの方からですね、振りまして、こういった事業がありますので、

活用できる事業があれば案件を上げて下さいということで、案件を上げさしていただきまして、それを、

県の方に上げたという形になっております。それから、消費者行政の、活性化基金事業の件につい

てでございますが、これにつきましては、２０年、２１年、２２年の、３年間の１０分の１０の国からの事業

でございますが、これにつきまして、２０年度につきましては、基本的に全戸宛に、全戸に配布する

消費者行政のパンフレットを購入しております。で、今回の当初予算で計上しましたこの部分につき

ましてはですね、まず、車を買ってそれにステッカー、そういった部分、広報啓発用のステッカーを、

離脱着式のステッカーを購入しまして、各種に出て行くときにですね、それを使って広報啓発に努め

ると、それと、消耗品の部分で２４８千円ほど、２１９千円ほど計上しておりますが、これにつきましては、

今年度は高齢者向けのですね、啓発パンフレット、それを考えております。これにつきましては、長

寿会であったり、いろんな部分でですね、活用できれば、それからあの、温泉の方をうちの方が管理

しておりますので、温泉とかにですね、置いて、高齢者の方も多く、来られますので、そういった部分

でですね、活用できればというふうに考えております。以上でございます。 

○議員（徳弘 美津子君）  ふるさと納税、第５次長期計画の構成員の内訳は、どういう方たちがメ

ンバーに入っていらっしゃるのかなということですね、それから、児童福祉の一時預かり休日っていう

この、民間、十文字保育所がやられているってこと、あと、中央保育所が一応やってる、これ、全部の

公立っていうか、全ての公立保育所、民間保育所、今後東も含めてと思うんですが、今後公立保育

所の対応ってものを、考えていただ、いけるのかどうか、これは町長の考え方によると思うんですが、

公立でするとなかなか経費的なもので大変だって、補助金が出ない関係でですね、大変だっていう

ことがありますが、子ども手当てが出るように、もう、尐子化対策っていうのは、まずは、子どもが預け

られる状況であって働けるっていうのが一番ですので、それが例えば農家の人であれば、必要もな

いわけですので、そういう保育所が、やはり、公平に、将来の保育所も、やっぱりその対応していた

だくっていうことは、やっぱり今後考えていくべきではないかなと思っております。お考えを、これは町

長の方にお伺いしたいと思います。それから、学校図書については、今後検討していただければま

たよろしいかと思いますが、ふるさと雇用創出に関しては、具体的にこう、どういうふうに観光 PR をし

ていって、ただパンフレットを配る、先ほどの消費者行政もそうですけど、自殺対策もそうですけど、

なんかパンフレットをただ配ったりとかそういうものだけで、その事業がなれるものかなっていうことが

あるんですが、もしこう、町長がもし考える、ふるさと創生、そういうのがあれば、ぜひお聞かせしてい

ただきたいと思います。それから、この雇用失業対策っていう費用５，０００万っていうのがありますが、

これ見ますと、次の雇用までの短期の雇用、就業機会を創出提供する事業とか、県の、で行けば、

地域における継続的な雇用機会を創出する事業ってありますが、今後１年だけに限らず、今後必要

とあれば、どのようなことをやっぱり町として取り組んで、その対策、失業対策ってか、やっていくお考

えがあるか、をお願いいたします。 
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○総合政策課長（篠原 浩君）  徳弘議員の質問に再度お答えいたします。第５次長期総合計画

の構成員でございますが、これにつきましては、町議会議員、それから、農林水産業及び商工関係

者、教育関係者、社会福祉関係者、学識経験者で構成するということになっております。これの方を

ですね、こちらから推薦依頼を出して推薦していただく形になろうかと思います。それから、緊急雇

用の今後についてでございますが、これにつきましてはですね、なかなか財源の伴う部分もございま

して、これにつきましては、ふるさと雇用が、今年と来年はですね、一応、県の方で手当てされる形に

なっております。で、緊急雇用につきましては、去年から始まっておりまして、去年と今年、それで、

一応枠をですね、来年度枠が余れば要望するっていうような形になっておりますので、来年度分に

関してはですね、確定してない現状がございます。この部分につきまして、今後もいろんな雇用関係

の部分でですね、なかなか自主財源でできるっていう部分になると厳しいかとは思いますが、そうい

った制度をうまく利用できるような形でですね、色々アンテナを張り巡らしてですね、対応していけれ

ばと考えております。それから、パンフレットを配るだけで啓発とかそういう形になるのかというご質問

でございますが、もちろんそれだけではですね、なかなか難しい部分もあると思います、ふるさと雇

用関係につきましても、案内板作成とかですね、それとか、観光パンフレット、それから観光ルートの

策定とか、そういう部分色々ありますが、これをどうやって使うかっていう部分に地てですね、観光協

会、それから、それを交えたですね、観光組織みたいな形をですね、観光協会を中心に立ち上げて

いただいてですね、そういった中でですね、今後を含めて検討していければというふうに考えており

ます。以上です。 

○議長（川越 忠明君）  しばらく休憩します。１０分間休憩します。 

午後２時５７分休憩 

午後３時０７分再開 

○議長（川越 忠明君）  会議を再開します。休憩前に引き続き、議案質疑を続行します。 

○健康福祉課長（米田 正直君）  徳弘議員の質問にお答えいたします。先ほどの実績につきま

してでございますが、一時預かりの実績でございますが、十文字がですね、４月から６月までは０でご

ざいます。７月が１７名、８月が１６名、９月が２名、１０月が６名、１１月が１２名、１２月が１４名、１月が０、

２月が２名、３月はまだ現在進行中でございます。それから、中央保育所です、４月、２７名、５月、２８

名、６月、３名、７月１０名、８月１０名、９月１２名、１０月１９名、１１月、２０名１２月、４名、１月９名、２月、

１７名でございます。それからですね、町長にご質問があったわけでございますが、一時預かり事業

についてですね、今後他の保育所についてはどうかということでございますけれども、これは状況を

見ながらですね、今中央保育所で、公立の保育所の場合やっておるわけでございますけれども、こ

れで対応し切れなくなった場合はですね、他の公立保育所にも考えて行きたいと思います。また、

東保育所につきましてはですね、今年、２２年度からま、スタートするわけでございますので、来年度

辺りからはですね、お願いをしてみようかなというふうには思っております。以上でございます。 

○議員（徳弘 美津子君）  今の保育所の方ですが、一時預かり、休日保育所、休日預かりも十文
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字ではやっていたかと思うんですが、今後その、他のところで対応ができなくなれば考えるではなく

って、先に窓口を設けて、やっぱり、対応する姿勢を示した中で、どこの保育所も取り扱いますよっ

ていうことをしていただくことが、今、保育所の立場で言えばですね、適当ではないのかなと思ってお

ります。それから、第５次の審議委員の内訳ですが、教育関係とか、色々、今までによく沢山の審議

会、委員会がありますが、その中と同じようなメンバーの方でやっていらっしゃるってことですが、私も

ちょっと今回の予算の中で各種何とか委員報酬ってのを見たときに、ざっと見ても２２、３あるんです

ね、その中で全部で２８８万ぐらいあるんですが、金額的には大したことはないんですが、いろんな委

員会で見るときのメンバーっていうのがだいたい限られてくる。で、私が所属している女性の、婦人会

の方でも、うちの会長は充て職の中で沢山の会に出なきゃいけない。で、実際こういういろんなとこで、

きちんとそれが必要と迫られてそういう審議会委員会があるかと思うんですが、一部の方たちだけで

そういうことが行われていると、なかなかその偏ってしまう考えの中でなってしまうんではないかなと、

やっぱりその、いろんなやり方があると思うんですが、人数に対しての何割を公募していくとか、やっ

ぱそういうふうに広く町民にいろんな政策を訴えて、逆にいえば、先ほどのふるさとでもですけど、い

ろんな考え方がやっぱあるっていうことをやっぱり、いろんな知識はまあ、役場の関係とかそういう関

係の方ででもあるんでしょうけども、やはり広くその公募する、広がるってものが、と、川南には見られ

ない。やはりこれは、今からやっていかないと、例えばいろんな今問題がありますけども、一部の広

報だけで考えが固まってしまうっていうことで、ほんとに町のあれが、なんか、これでいいのかなあっ

て、３年間ずっといて、いろんな私も、文教の委員って、行かしていただくんですが、ほんとにもう、見

る顔ぶれいつも一緒。で、例えば、分館長さんの代表で、分館長、分館長さんがいらっしゃいますけ

ども、例えばその中で、分館、（不明）その分館の中で誰かを出して下さいという振り方、で、必ずあ

の、１人、１人かそういう団体の中では２役しかしないとか、そういう定義を設ければ、その団体の中で

広がりが出て、ま、いろんな、この、会員さ、あの、役職の方がいらっしゃいますので、あの、たくさん

の方のやっぱりその、声とか考え方が広がるんではないかなって考えておりますが。それの考えって

いうのは、いかがお考えでしょうか。これは町長にちょっとあの、今後のそれ、いろんな委員会とかい

う、持ちようとか、充て職についての考え方として、お聞きしたいと思います。 

○町長（内野宮 正英君）  一つはまあ、今、課長が申し上げたのはですね、やっぱ、要項上で定

められてるという問題があります。そういうことから、そういうメンバーということであります。それからもう

一つはですね、やっぱり、どうしても選ぶと、それぞれの団体から選ぶということになると、その団体の

長というようなですね形になってると、そういうことから、同じような方が多いじゃないかというご指摘で

ありますけども、それはやはり、そういう責任を持った方として、他みんなが選んだ人としての役割を

果たしていただくという観点では別に問題はないっちゃないかなと、そう思っております。それから、

もう一つは、公募という問題、件がございましたけれども、これも、現実にはですね、非常に難しい選

択になる可能性があると、いうことがあるんではないかと、こう思っております。私も県の関係で、公募

員の皆さんが参加されてる会議もございますけども、やっぱり、なかなかですね、専門的なことが出

てきたりして、私共は、分からないことが出てきたりするというような、いろんなことがあるんですけど、
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そういうこと等からですね、やっぱり、一般的にはアンケートなりですね、あるいは座談会なりとか、そ

ういうこともま、長期計画ではやって行くことになると思いますので、そういう中で広くまた意見をいた

だいて、成案を作っていくと、いうようなことをですね、やることの方が、より広く意見はいただけること

になるっちゃないかなと、そのように思っておるところでございます。ことによってはですね、やっぱり、

その、公募というのも全く否定するわけではないんですけど、色々課題もあると、いうことを御理解い

ただきたいと、思っております。 

○議長（川越 忠明君）  他に質疑はありませんか。 

○議員（内藤 逸子君）  一般会計のところの５８ページ、地域バス再編支援事業について、コミュ

ニティバス運行について、お尋ねします。色々検証されているとは思いますが、運行するのに希望を、

希望というか、町民の声を二つお伝えします。あの、駅にですね、毎朝通勤、通勤もですけど通学の、

通学で送っていく親たちが、川南駅に殺到するんだそうです、車がですね、それで非常に危ないと、

コミュニティバスを朝早く、役場から駅まででも良いから、運行していただきたいという希望がありまし

た。その声をちょっとお届けしておきます。それと、うちの前なんか通るのは、集荷場まで行って折り

返して来るんですけど、早いので、時間が、利用できないと、やっぱり、行って用事を、行って用事を

済ませるのにはですね、５分や１０分では終わらないと、だからやっぱり、ちょっとぐるぐる回るような運

行の、運行をしてもらえばいいんだがって、言われてるんですが、また検討さしていただきたいこと１

点ですね、それから、１６４ページの川南音楽合衆国づくりの事業ってことで、５３９万９千円と、モー

ツァルト祭に１５０万、次に文化ホール自主事業費に５０７万とか、同じ項目のとこで予算が上がって

いますが、同じ音楽、川南の音楽合衆国づくりで関連のある事業だと思うんですよね、それで、モー

ツァルト祭と同じ時期に同じような音楽のコンサートがあったんですね、去年も、それで、話し合って

こう出来ないものかなあと思って、重なったら２つ行くのは大変なんですよね、お金、あの時間的にも。

だから、年間を通じてこれを合算して、共同でするとか、無駄が多いんじゃないかという声がありまし

た。それと、その遠くから一流の指導者を呼んでると、何で遠いとこから呼んで高いお金を払って、そ

ら一流のあの、音楽家を育て、川南からも育つかも知れないけど、川南にも音楽の、その教える人は

沢山いると、近くにもいると、そんな人を活用して、もっと安くて、使ったらいいんじゃないだろうかとい

う声もありました。それも、今度話し合うときに、取り入れていただきたいということ、それから、議案第

１３号について、健康保険のことですけど、国保税は高くて、医療費は宮崎県内では安いと、一番安

くなってますよっていうふうに報告がされてますが、どのように考えればいいんでしょうかね、私は。高

いのを安くして欲しいって、ずっと言ってるんですけど、医療費は、この順位で言ったら２８番目とか

なってるよ、だけど、掛け金ていうか、保険料は高いと、どういうふうに考えたらいいのか、教えていた

だきたいと思います。お願いします。 

○総合政策課長（篠原 浩君）  内藤逸子議員のご質問にお答えします。コミュニティバスの運行

についての町民の声ということで、駅に向かってですね走る分を考えていただきたいという部分と、

巡回方式、そういった部分を検討していただきたいとのことでしたが、コミュニティバスもですね、１年

を過ぎましてですね、そろそろ利用の状況を調べてですね、検討して行こうと、いう形で、課内では
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協議しているところです。で、言われましたように、当然、駅の利用とかですね、利便性が向上する部

分で、対応可能であればですね、そういった部分を検討して行きたいと思っております。しかしなが

ら、もちろん今走らせてる路線についてですね、非常に、乗降人数の尐ない路線もございます。で、

その部分をま、いかにして行くかっていうのも検討課題としてございますので、これにつきましてはで

すね、２２年度を掛けてですね、検討をして、変更等を掛けて行きたいというふうに考えております。

以上でございます。 

○生涯学習課長（西川 義孝君）  内藤議員の質問にお答えします。川南音楽合衆国づくり事業

と、モーツァルト祭の実施事業補助金とはちょっと、趣旨がちょっと違いまして、川南音楽合衆国づく

り事業というのはお聞きになった方は分かると思いますが、合唱団というかですね、榎本先生におけ

るレッスンを１年間、ま、行うわけです。その中で、あの、なんて言いますか、コンサートですね、いろ

んな有名な方をお呼びしてやってるわけです､音楽に尐しでも親しんでいただくということで、子ども

さんの今からの、音楽に対する心を育んで行くという趣旨でございます。もう、モーツァルトにつきまし

てはですね、今言われるようにあの、外国から、いろんな方をお呼びいたしまして、恒例であります、

宮崎県内ではもう、かなりこのモーツァルト祭についてはですね、有名でございます。中身につきま

して、実行委員会、ちょっと私、中に入ってませんで難しいんですけれども、そういう意見があるのは

ですね、色々お聞きいたしております。町内の方よりも、外からお見えになって、お聞きになる方が

多いというふうに聞いておりますけれども、好評ではあります。その予定につきましてはまた今後です

ね、なかなか一緒になるということは、ちょっと難しいんじゃないかなというふうに思っております。お

聞きしたところによりますと、前に、ま、１回か２回ほどですね、一緒にやるということがあったそうなん

ですけれども、なかなか、音楽家同士で、ちょっとですね、一緒にやって行くことがちょっとできなか

ったんじゃないかなというふうに思っております。また今後ですね、いろんな面である次第、そういう

関係でお話して行きたいというふうに思っております。以上です。 

○町民課長（大山 喜美子君）  国保会計の予算の方の、内藤議員のご質問にお答えいたします。

医療費が安いのに、なぜ保険料が高いのかというお尋ねでございますが、なかなかはっきりした分

析というのは出てこないんですが、考えられることの一つとして、あの、交付金とかいう形で入ってき

ます、財政調整交付金なり、療養給付交付金、これらは掛かりました医療費に対して入ってくるもの

です。で、医療費が安ければ、結局そういう交付税も尐し割合が減ってくるのかなという気はします。、

それは、医療費に掛かる分のことだけですので、医療費以外のいろんな保健事業とか、その辺りに

関しては、医療費が掛かろうが掛かるまいが、同じ事業をしていくということで、上がっていくのかなと

いう気はします。で、今、保険税は確かに、郡内で高い位置にありますけれど。これはやはりあの、今

までの分が溜まってきたというか、一辺に上がったこともかなり影響しているのかなと思っております。

考えられることの一環として、そのようなことがあると思います。以上です。 

○議員（久木野 清人君）  平成２２年度川南町一般会計予算、９４ページの中のですね、３款民

生費、２項、４目、１４節賃金の５１６万１千円、え、これが昨年と殆ど同じ予算だと思うが、今年はどこ

とどこをやられるのかですね、それと、１９節の通山地域活動クラブ補助金１８万円、これも昨年と同じ
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ですが、ちょっと、どんな活動をして、どんな実績を上げているのか、ご報告をお願いしたいと思いま

す。それからもう一つはですね、え、１３２ページ７款商工費、１項、４目、１８節、備品購入費、７８万８

千円とあります、これは、券売機１台とあります。昨年まではですね、保守委託料１０万１千円、券売

機借り上げ料２万９千円とあります。これは、全く新しく購入されるのか、ちょっとそこ辺のところをお聞

きいたします。 

○健康福祉課長（米田 正直君）  久木野議員のご質問にお答えして行きたいと思いますが、９４

ページですね、ええっと、放課後児童対策事業でございますが、これはですね、児童クラブは、川南

小学校、それから、児童館でございます。川南小学校の、川南小学校と児童館２ヶ所でございます。

２ヶ所分でございます。それから、下の方の地域活動、地域組織活動育成費でございますけれども、

この活動内容につきましては、ちょっと把握しておりませんので、後でまた報告したいとお思います。

すんません。申し訳ありません。以上です。 

○総合政策課長（篠原 浩君）  久木野議員のご質問にお答えします。温泉施設費中、備品購入

費、券売機のご質問でございますが、これにつきましては、現在の券売機がですね、もう、リースアッ

プしまして、もう使えないような状況というか、状態が悪くなってきておりまして、今回あの、中古品を

ですね、購入するという形でですね、予算計上の金額を計上させていただいております。以上でご

ざいます。 

○議員（久木野 清人君）  この、民生費のですね、川南小学校と児童館、昨年と全く同じ、他のと

ころに追加というのは考えておられないんですね。それから、今の、温泉施設の件ですけれども、中

古品を買ったら、また同じ様なことにならんですか。これ、新品でもこんなにするもんですか、私はち

ょっと券売機というのは分かりませんけれども、どのくらいするのか。え、昨年までは、保守委託料とし

て１０万１千円、それから、借り上げ料として２万９千円ずつ払ってたというふうになっておりますけれ

ども、今度、これ、中古品だとまたやっぱりメンテナンス、保守料がいるわけでしょ。そこら辺を考えた

らま、どんなもんかなと、私はこれ見たときに、全く新しいのかなと思ったもんですから、これ、質問し

たわけで、それと、それまたお答えいただきますが、いつもこら、私、疑問に思って、この新年度の予

算の時にはですね、え、いつも質問してるんですけど、この温泉の、温泉用地のか、借り上げ料です

ね、この、４２万５千円っていうのが毎年払ってきて、どうも気になってしようがないんですが、まあの、

館も随分と寿命が来ているような気もしますしですね、この辺で、ぼちぼちこの借り上げ料についても、

検討される余地がないのか、ええっと、もう私何回も言っておるんですが、土地売りはもう殆ど交渉は

やってないんですか。お聞きいたします。 

○健康福祉課長（米田 正直君）  久木野議員のご質問にお答えします。ええ、他については、児

童クラブ考えておらないのかということでございますが、今のところ、考えておりません。以上です。 

○総合政策課長（篠原 浩君）  久木野質問に再度お答えいたします。中古品を買うということで

すが、これは、温泉の今後の動向についてもですね、検討しないと行けない時期に来てる、かと思い

ますが、そういう部分も含めてですね、新品を買うと、ちょっと金額をですね、ここに持って来ておりま

せんが、かなり高額になるということを聞いておりますので、今回、この中古品で予算計上させていた
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だいております。それから、温泉敷地、用地の借り上げ料の件でございますが、これにつきましても、

代々担当課長の方がですね、地権者と交渉に当たってるんですが、なかなか用地を売っていただく

ようにはなりません。もともとが簡易施設ということでですね、何年か経ったらま、返して下さいってい

うのは、最初の取り決めみたいなような感じでございまして、借り上げの話っていうか、そういう部分話

しますと、返して下さいという形になる、形でですね、なかなか話が進んで行かない現状がございま

す。以上でございます。 

○議長（川越 忠明君）  他に質疑はございませんか。 

○議員（米山 知子君）  殆ど皆さんがお聞きになりましたので、残すところなんですが、ええ、１５８

ページ、放課後子どもプランについてですが、ええと、前年度の平成２１年度の補正の審議のときに、

あの、放課後子どもプラン事業っていうのは、２７７万円の減額で上がってたんですね。で、ま、昨年

度の予算と比較してどうなのか、と、この減額は、当初見込みよりも希望者が尐なかったため減額と

いうことですけれども、こういうことがあって、減額した予算が、この４４８万なのか、そこ辺の、実態を

踏まえた上で予算を組まれたのかということをお伺いしたい、いたします。次にですね、ええ、先程も

内藤議員の方で質問されましたが、川南音楽合衆国づくり事業ですけれども、これは、非常に私とし

ては、いろんな面で、川南の､ま、文化のあの、高めるということでは、非常に良い事業だと思います

が、もう何年も同じ事業続いておりますね、そして、委託先も同じ委託でしてると思うんですが、その

委託の内容、実施されてる事業が、具体的にどのようなことを今まで実施されてきたのか、そこら辺り

を教えていただくと幸いです。それと、次にですね、何度も皆さんが言われましたが、例の、あの、育

成費、１６０ページの、地域活動交付金についてですが、私もどうもこの１，５００円１戸当たり、振興

班加入、分、振興班で、分館に加入している、世帯に支給するということということが、果たして振興

班活動を活性化することにつながるのかということが、見えてきません。当初は、先ほどから納税報

奨金ということも出たりとかしておりますが、やはり、地域のつながりを深めるということが最終的な目

標であるならば、それにほんとに使われるようなお金の使い方であれば、そりゃ皆さん、私も賛同い

たしますが、この１，５００円を配ったからどうなるんだということが、ちっとも見えてきません。そこいら

の計画、先程から何回も同じこと言われてますが、いかにしたら振興班の活動が、活動を活発、育成、

すいません、活動交付金を支給することで、振興班が分館活動に参加すると、それがどうして地域

の活動につながるのかと、１，５００円を支給したことで、今未加入のところが果たして入るのか、で、

振興班はあるけれども、分館未加入の振興班、３５班あるということですけれども、その方々が、いわ

ゆる経済的理由で分館未加入なのか、それとも、分館の活動自体が魅力がないから入らない、とい

うことで入ってらっしゃらなければ、１，５００円を今、実際に分館に入ってるところに支給しても、それ

以上の広がりを期待できるとは思えないんですね。で、そこ辺の、非常にくどくはなりますけれども、

その活動交付金の、どういう目的で、どういう効果を狙って、支給されることになったのかっていうこと、

以上３点をお聞かせ願いたいと思います。 

○生涯学習課長（西川 義孝君）  米山議員の質問にお答えいたしたいと思います。まず最初に、

放課後プラン関係をご説明したいと思います。まず、平成２０年度ですね、これにつきましての事業
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につきましては夏休みだけ行ったということであります。それを踏まえて、父兄の意見等をお聞きしま

して、放課後もやっていただきたいということでですね、２１年度につきましては、５月から７月の夏休

み前までの３時から６時まで、それと、夏休みの８月一杯ですね、これは、朝８時から６時までと、昼休

みなしということで、やってきました。昨年につきましてはですね、今言った５月から７月あ、２０、夏休

み前までの３時から６時までの児童がですね、思ったよりも尐なかったですね。その前の年の希望に

よって、２１年度実施、こう計画立てたわけですけれども、クラブ活動、塾、その他でですね、子どもさ

んがやっぱ、１７～８人しかま、これは東小と通山だけでしたけれども、尐なかったということで、２１年

度補正で今度減額させていただきました。それとですね、それを踏まえまして、今年の２２年度予算

につきましては、一応また元に戻そうということでですね、夏休みだけの８時から､ま、６時までというこ

とでですね、計画を立てた金額でございます。それと、先ほど言いました川南合衆国づくりですかね、

これにつきましてはですね、合唱指導及び公園の委託ということで、千葉の榎本先生にお願いをし

ております。もう何年かなるわけでございますけれども、その間、子どもさんの指導、それと大人の合

唱の指導等をですね、殆ど毎月、来ていただいております。コンサート企画及び公演委託料というこ

とで、これは別途、前にあの、バイオリンとかですね、いろんなあの有名人をちょっと呼んでやってま

すけども、これ２回行う予定にいたしております。あとは、今言った、合唱指導ですね、これを、年間

相当なちょっと、回数までここちょっと持って来ておりませんけれども、そういう関係。それから、川南

町のあの芸術鑑賞で、小中学校の公演関係もですね、指導いただいたりなんかしております。以上

でございます。 

○総合政策課長（篠原 浩君）  米山議員のご質問にお答えいたします、地域活動交付金、これ

があの、振興班の活性化につながって行くのかということのご質問でございますが、これにつきまし

てはですね、ひとつ、現在分館を離れている振興班の理由っていうのは、こちらの方で特に分析し

たわけではございませんが、もちろん、費用の負担、これも一つは一理はあるかと思いますが、それ

以外でも、役職、役員とかそういう部分もないて、そういう部分とか、分館に活動した場合の活動への

参加、そういった部分が考えられるかと思いますが、今回、納税報奨金を廃止するに当たりましてで

すね、振興班の財源が尐なくなるのは当然考えられるわけでございます。で、それに対して、町の方

が、何も手当てしないっていうことになりますと、これはまあ、さらに、分館未加入が増えていく可能性

もあるかという部分もございます。そういった意見の中でですね、今回、当然それに納税報奨金に見

合うだけの措置はして、できないわけですけれども、１戸当たり１５００円の地域活動交付金を振興班

に、プラスする、交付することによってですね、分館離れを防ぐ、そういう部分の意味合いも、当然、

今回の交付金にあると思います。と、振興班の活動っていうか、振興班部分の活性化っていう部分

につきましてはですね、また、それにつきましては、この金銭的面以外に、の部分でですね検討して

いく必要もあるかというふうには考えておりますが、今回の部分に関して、振興班、分館離れを防ぐ

意味合いと、それから、分館に戻っていただきたいと、いう部分の意味合いがあるということでござい

ます。以上です。 

○議員（米山 知子君）  ええっと、放課後子どもプランについてですが、まあの、昨年度は利用が
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尐なかったので、え、平成２２年度は夏休みだけにしたということですけれども、予算的には昨年度

は、すいません、私調べれば良かったんですけれども、昨年度はいくらでしたか、予算。それとです

ね、あの、すいません、続けて言います。あの、合唱指導で、榎本先生が毎月指導に来られてるとい

うことですが、それは、定期的に来られてるんでしょうか、あと、合唱団のメンバーというのは、何人い

るのか、川南合唱団ですね、何人いるのかということですね。と、あの、あとも一つ、分館活動費のこ

とですけれども、ま、今お話だと、分館離れを防ぐ、戻って欲しいというようなことも、ま、一つの要素と

してはあるということは、ずっとあの末端行政再編の中では、いかにして個人世帯の解消、未加入者

を入れるかということだったけれども、今回のま、納税報奨金を止めることで、離れていく人を食い止

めて、ま何とか分館を、あの、分館活動を衰えていくのを防ぎたいというような意向で、まあちょっとこ

うあの、なんか、去る者を引き止めると、で、加入していることを増やすということにはつながらないよう

な、そっちの方のニュアンスが大きいのかなあということを感じたんですが、あの、確かにその、分館

を離れた理由っていうのは費用が掛かるという面と、役員をしたくないっていう面もありますけれども、

実際には、非常にあの高齢化が進んで、あの、社会教育の方でいろんな分館行事を組みますが、

実際にはその分館行事に参加できないという世帯がかなり増えていると、そういう意味で分館活動に

積極的になれないというのもあると思うんですね、だから、そういうところに、じゃ、１５００円をやって分

館活動を活発にしましょうっていうのが、どれだけの効果があるのかなと、現状を考えたときに。まだ

今の説明では、私はまあ、そういう考えも一つはあるかも知れないけど、まずその分館活動を活発、

振興班活動を活発にするためには、今の現状の分析ということが足りないのではないかなという気が

しますけれども。すいません、３つですけれども、お願いします。 

○議長（川越 忠明君）  ここで、会議時間の延長を申し上げます。本日の会議時間は、議事の都

合により、あらかじめ延長します。 

○教育長（佐藤 賢一郎君）  詳細は、生涯学習課長の方からあとで答弁申し上げますが、川南

合衆国、音楽合衆国づくり事業については、平成１４年度が多分きっかけだったと思いますが、両中

学校のＮＨＫ合唱コンクール出場に指導いただいたということがご縁で、非常に良い指導をされたと

いうことで、要望があり、多分、多分じゃない、その時からですね、指導をいただきたいということで続

いております。で、現在、小学生が、ジュニア・ジェイ、ジュニア・スカラーズ・キッズという形で、小学

生が、約､ま、３０名程、尐年団というような形で参加申し込みを生涯学習課文化振興係の方でいた

だいて、編成をしております。それから、あと、中学生、その「ジュニア・ジェイ・スカラーズ・キッズ」の

方には小学１年生から中学１年生までが参加をし、中学２年生から高校生、そして二十歳未満の方

までが、「ジュニア・ジェイ・スカラーズ」という形で、合唱団を構成しております。ま、これが、年によっ

て若干高校生、中学生ですから人数が減るわけで、あの変わりますが、まあの、１４～５人ぐらいだと

思います。それから、ま、こういう方たちが、ま、榎本先生或いは合唱団を千葉で一緒にしている、

「からたち」というメンバーの人たちが来て、ほとんど毎週のように、この子どもたちの指導をされてい

ます。そういうことで、あとあの、成人の人たちは、「ボーチェ・ブリランテ」の方たちも一緒に指導を受

けていますが、まその、高価な楽器を持って演奏活動をするというのではなくて、いわゆる声が出さ
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えすれば、誰でも参加できる、そして、異学年の子どもたちが一緒になって、上級生が下級生のお

世話をし、教えて行く、そういう活動の中で、子どもたちが非常に、やはり楽しみをし、何よりも、川南

町で、住んでいる児童生徒、また、高校生が、そういう活動を通して、今まで体験したことのない、歌、

皆で合唱するということの楽しさ喜び、そして人間関係づくりというのを、この中で培ってきています。

学校で、なかなか生徒指導ができないっていうか、聞かない、いうことを聞かない生徒も、この合唱の

練習を待つ時間の間に、「からたち」のお兄さんたちと、に、勉強を習ったり、あるいは指導者の榎本

先生から、話しを聞いたりする中で、やはりこう、心を開いて行き、だんだんこう変わってきている、そ

ういうこう、音楽以外の面でも、非常に子どもたちにとっては、大きな影響を与えていただいている。

そういう意味で、川南の大地に音楽の種、あるいは歌声の種をまいて育てて行く、決して有名になら

なくても良い、皆が楽しんでいけるそういう歌というものを育てて行きたいということで、活動をしてい

ただいています。そういうような、今の子どもたちのあと、例えば榎本先生がいなくなっても、できるだ

けそういう人が地元で育つというか、あの、していただける人が見つかれば、それはもう越したことは

ないわけですけども、なかなかこれが、今、難しい事態で、ま、これは今後の大きな課題だというふう

に考えております。以上です。 

○生涯学習課長（西川 義孝君）  放課後プラン事業につきましては、昨年度は７、昨年度は７６３

万２千円でございます。それとあの、今言った榎本先生の回数につきましては、後ほど報告したいと

思います。昨年の実績が出ると思いますので。 

○総合政策課長（篠原 浩君）  米山議員のご質疑に、再度お答えします。振興班活動の活発化

についてのご質疑でございましたが、これにつきましては、以前に数回アンケートを取った経緯がご

ざいますが、更にですね、それを分析しまして、それに活発化するためにどういう方向性があるか、

そういう部分についてですね、更に検討を加えて行きたいと、考えております。 

○議員（米山 知子君）  これはあの、急には無理でしょうから、後でまた資料でいただきたいんで

すが、今のあの、ジェイスカラーズ・キッズですね、今、教育長、尐年団のような形で指導をいただい

ていると、非常に良いことだと思います。子ども育てるのに、文化的な要素、体育的な要素、で育て

るということは、非常に大事なことだと思います。それで、その、ジュニア・ジェイ・スカラーズ・キッズの

子たち３０名おるということですが、その方たちは、どういうふうな組織で、スポーツ尐年団ではないで

すけれども、一応尐年団の活動でしたら、どのような形で、構成されていて、どのように運営をされて

いるのか、後でで結構ですので、教えていただきたいと思います。以上で質問を終わります。 

○議長（川越 忠明君）  他に質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（川越 忠明君）  これで質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっています、議

案を慎重に審査するため、所管の常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。従って、議案第１２号は、所管事項別に、それぞれ所管の常任委員会に、議

案第１３号、議案第１４号、議案第１８号、議案第１９号及び議案第２０号は、文教厚生常任委員会に、
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議案第１５号、議案第１６号、議案第１７号及び議案第２１号は、産業建設常任委員会にそれぞれ付

託します。 

日程第２２ 議案第２２号 「川南等学校給食共同調理場調理等業務委託契約締結について」 

議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終

わります。お諮りします、ただいま議題となっています議案を慎重に審議するため、所管の常任委員

会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。従って、議案第２２号は、総務常任委員会に付託します。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。お疲れ様でした。なお、引き続

き、ただいま付託されました議案について、各常任委員会ごとの審査をお願いいたします。 

午後３時５２分閉会 


